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張
炎
『
詞
源
』
卷
上
譯
注
稿
（
三
）

明

　木

　茂

　夫

律
呂
隔
八
相
生
圖

律
呂
隔
八
相
生
圖

自
黄
鍾
律
爲
宮
、
從
本
律
數
八
至
林
鍾
、
爲
徴
。
林
鍾
數
八
至
太
簇
、
爲
商
。
太

簇
數
八
至
南
呂
、
爲
羽
。
南
呂
數
八
至
姑
洗
、
爲
角
。
姑
洗
數
八
至
應
鍾
、
爲
閏

宮
。
應
鍾
數
八
至
蕤
賓
、
爲
閏
徴
。
謂
之
七
調
。

黄
鍾
律
自よ

り
宮き
う

と
爲な

し
、
本
律
從よ

り
八
を
數
へ
て
林り
ん

鍾し
よ
うに
至
り
、
徴ち

と
爲

す
。
林
鍾
よ
り
八
を
數
へ
て
太た

い

簇そ
う

に
至
り
、
商し
や
うと
爲
す
。
太
簇
よ
り
八
を
數

へ
て
南な

ん

呂り
よ

に
至
り
、
羽う

と
爲
す
。
南
呂
よ
り
八
を
數
へ
て
姑こ

洗せ
ん

に
至
り
、
角か
く

と
爲
す
。
姑
洗
よ
り
八
を
數
へ
て
應お
う

鍾し
よ
うに
至
り
、
閏
じ
ゆ
ん

宮き
う

と
爲
す
。
應
鍾
よ

り
八
を
數
へ
て
蕤す

い

賓ひ
ん

に
至
り
、
閏
じ
ゆ
ん

徴ち

と
爲
す
。
之こ
れ

を
七
調
と
謂
ふ
。
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本
文

黄
鍾
所
以
宣
養
六
氣
九
德
也
。
又
曰
、
黄
者
中
也
。
鍾
者
種
也
。
又
曰
、
黄
者
中

和
之
氣
。

黄
鍾
は
六
氣
九
德
を
宣
養
す
る
の
所
以
な
り
。
又
曰
く
、
黄
は
中
な
り
。
鍾

は
種
な
り
と
。
又
曰
く
、
黄
は
中
和
の
氣
な
り
と
。

太
簇
所
以
金
奏
贊
陽
出
滯
也
。
又
曰
、
言
萬
物
簇
生
也
。
又
曰
、
陽
氣
既
大
、
奏

地
而
達
出
也
。
顏
氏
曰
、
奏
進
也
。
又
曰
、
萬
物
始
大
奏
地
而
出
之
也
。

太
簇
は
金
奏
し
て
陽
を
贊た

す

け
滯
と
ど
こ
ほり
を
出
す
所
以
な
り
。
又
曰
く
、
萬
物
簇

生
す
る
を
言
ふ
な
り
と
。
又
曰
く
、
陽
氣
既
に
大
に
し
て
地
に
奏す

す

み
て
達
出

す
る
な
り
と
。
顏
氏
曰
く
、
奏
は
進
な
り
と
。
又
曰
く
、
萬
物
始
め
て
大
に

し
て
地
に
奏あ

つ

ま
り
て
之こ
れ

を
出
す
な
り
と
。

姑
洗
、
所
以
修
潔
百
物
、
考
神
納
賓
也
。
又
曰
、
萬
物
洗
生
。
又
曰
、
姑
必
也
。

洗
潔
也
。
言
陽
氣
洗
物
、
必
使
之
潔
也
。
又
曰
、
姑
者
故
也
。
洗
者
鮮
也
。
萬
物

去
故
就
新
、
莫
不
鮮
明
也
。

姑
洗
は
、
百
物
を
修
潔
し
、
神
を
考あ

は
せ
賓
を
納い

る
る
所
以
な
り
。
又
曰

く
、
萬
物
洗
生
す
と
。
又
曰
く
、
姑
は
必
な
り
。
洗
は
潔
な
り
。
言
ふ
こ
こ

ろ
は
陽
氣
物
を
洗
ひ
、
必
ず
之こ

れ

を
し
て
潔き
よ

め
し
む
る
な
り
と
。
又
曰
く
、
姑

は
故
な
り
。
洗
は
鮮
な
り
。
萬
物
故ふ

る

き
を
去
り
て
新
し
き
に
就
き
、
鮮
明
な

ら
ざ
る
は
莫な

き
な
り
と
。

蕤
賓
、
所
以
安
靖
神
人
獻
酬
交
酢
也
。
又
曰
、
陰
氣
幼
少
、
故
曰
蕤
。
萎
陽
不
用

事
、
故
曰
賓
。
又
曰
、
蕤
繼
也
。
賓
導
也
。
言
陽
始
導
陰
氣
、
使
繼
萬
物
也
。
又

曰
、
蕤
者
下
也
。
賓
者
敬
也
。
言
陽
氣
上
極
、
陰
氣
始
。
賓
敬
也
。

蕤
賓
は
、
神
人
を
安
靖
し
て
、
獻
酬
し
交
酢
す
る
所
以
な
り
。
又
曰
く
、
陰

氣
幼
少
な
り
、
故
に
蕤
と
曰
ふ
。
萎
陽
事
を
用
ゐ
ず
、
故
に
賓
と
曰
ふ
と
。

又
曰
く
、
蕤
は
繼
な
り
。
賓
は
導
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陽
始
め
て
陰
氣
を

導
き
、
萬
物
を
繼
が
し
む
る
な
り
と
。
又
曰
く
、
蕤
は
下
な
り
。
賓
は
敬
ふ

な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陽
氣
上
り
極
ま
り
、
陰
氣
始
ま
り
て
、
賓
敬
す
る
な

り
と
。

夷
則
、
所
以
詠
歌
九
則
、
平
民
無
貳
也
。
又
曰
、
言
陰
氣
之
賊
萬
物
也
。
又
曰
、

則
法
也
。
言
陽
氣
正
法
度
、
使
陰
氣
夷
當
傷
之
物
也
。
又
曰
、
夷
傷
也
。
則
法

也
。
萬
物
始
傷
、
被
刑
法
也
。

夷
則
は
、
九
則
を
詠
歌
し
、
民
を
平
ら
げ
て
貳

あ
や
ま
ち

無
か
ら
し
む
る
所
以
な

り
。
又
曰
く
、
陰
氣
の
萬
物
を
賊そ

こ

な
ふ
を
言
ふ
な
り
と
。
又
曰
く
、
則
は
法

な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陽
氣
法
度
を
正
し
、
陰
氣
を
し
て
當
に
傷
つ
く
る
べ

き
の
物
を
夷そ

こ
なな
は
し
む
る
な
り
と
。
又
曰
く
、
夷
は
傷
な
り
。
則
は
法
な

り
。
萬
物
始
め
て
傷そ

こ

な
は
れ
、
刑
法
を
被か
う
むる
な
り
と
。

無
射
、
所
以
宣
布
哲
人
之
令
德
、
示
民
軌
儀
也
。

無
射
は
、
哲
人
の
令
德
を
宣
布
し
、
民
に
軌
儀
を
示
す
所
以
な
り
。

大
呂
、
助
宣
物
也
。
又
曰
、
呂
旅
也
。
言
陰
氣
大
旅
助
黄
鍾
、
宣
氣
而
牙
物
也
。

大
呂
は
、
物
を
宣
す
る
を
助
く
る
な
り
。
又
曰
く
、
呂
は
旅
な
り
。
言
ふ
こ

こ
ろ
は
陰
氣
大
い
に
黄
鍾
を
旅
助
し
、
氣
を
宣の

べ
て
物
を
牙め

ば
え
し
む
る
な

り
と
。
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夾
鐘
、
出
四
隙
之
細
也
。
又
曰
、
言
陰
陽
相
夾
廁
也
。
又
曰
、
言
陰
氣
夾
助
太
簇

宣
四
方
之
氣
而
出
種
物
也
。

夾
鐘
は
、
四
隙
の
細
き
を
出
す
な
り
。
又
曰
く
、
陰
陽
の
相あ

ひ

夾け
ふ

廁し

す
る
を
言

ふ
な
り
と
。
又
曰
く
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陰
氣
太
簇
の
四
方
の
氣
を
宣の

べ
て
種

物
を
出
だ
す
を
夾
助
す
る
な
り
と
。

中
呂
、
宣
中
氣
也
。
又
曰
、
言
萬
物
盡
旅
而
西
行
也
。
又
曰
、
言
微
陰
始
起
未

成
、
著
於
其
中
、
旅
助
姑
洗
宣
氣
齊
物
也
。
又
曰
、
言
陽
氣
將
極
、
中
充
大
也
。

中
呂
は
、
中
氣
を
宣の

ぶ
る
な
り
。
又
曰
く
、
萬
物
盡
く
旅
し
て
西
行
す
る
を

言
ふ
な
り
と
。
又
曰
く
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
微
陰
始
め
て
起
こ
る
も
未
だ
成
ら

ず
、
其
の
中
に
著あ

ら
はれ
て
、
姑
洗
の
氣
を
宣の

べ
物
を
齊ひ
と
しく
す
る
を
旅
助
す
る
な

り
と
。
又
曰
く
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陽
氣
將
に
極
ま
ら
ん
と
し
、
中う

ち

充み

ち
て
大

な
る
な
り
と
。

林
鍾
、
和
展
百
事
、
俾
莫
不
任
肅
純
恪
也
。
又
曰
、
林
君
也
。
言
陰
氣
受
任
、
助

蕤
賓
君
主
種
物
、
使
長
大
楙
盛
也
。
又
曰
、
言
萬
物
就
隕
、
氣
林
林
然
。
又
曰
、

林
者
衆
也
。
言
萬
物
成
就
、
種
類
多
也
。

林
鍾
は
、
百
事
を
和
展
し
、
任
肅す
み

や
か
に
純お
ほ

い
に
恪う
や
まは
ざ
る
莫
か
ら
俾し

む
る

な
り
。
又
曰
く
、
林
は
君
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陰
氣
任
を
受
け
、
蕤
賓
君

主
の
物
を
種
う
る
を
助
け
、
長
大
楙
盛
な
ら
し
む
る
な
り
と
。
又
曰
く
、
萬

物
隕
に
就
く
も
、
氣
林
林
然
た
る
を
言
ふ
と
。
又
曰
く
、
林
は
衆
な
り
。
萬

物
成
就
し
、
種
類
多
き
を
言
ふ
な
り
と
。

南
呂
、
贊
陽
秀
也
。
又
曰
、
言
萬
物
之
旅
入
藏
也
。
又
曰
、
言
陰
氣
旅
助
夷
則
任

成
萬
物
也
。
又
曰
、
南
任
也
。
言
陽
氣
尚
任
包
、
大
生
薺
麥
也
。

南
呂
は
、
陽
の
秀ひ

い

づ
る
を
贊た
す

く
る
な
り
。
又
曰
く
、
萬
物
の
旅
し
て
入
藏
す

る
を
言
ふ
な
り
と
。
又
曰
く
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陰
氣
の
夷
則
の
萬
物
を
任
成

す
る
を
旅
助
す
る
な
り
と
。
又
曰
く
、
南
は
任
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陽
氣

尚な
ほ

任に
ん

包は
う

し
、
大
い
に
薺
麥
を
生
ず
る
な
り
と
。

應
鍾
、
均
利
器
用
、
俾
應
復
也
。
又
曰
、
陽
氣
之
應
不
用
事
也
。
又
曰
、
言
陰
氣

應
無
射
該
藏
萬
物
、
於
十
二
子
爲
亥
、
亥
者
該
也
。
言
萬
物
應
陽
而
動
、
下
藏

也
。

應
鍾
、
均
し
く
器
用
を
利
し
、
應
じ
て
復
せ
し
む
る
な
り
。
又
曰
く
、
陽
氣

の
應
に
し
て
事
を
用
ゐ
ざ
る
な
り
と
。
又
曰
く
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陰
氣
無
射

に
應
じ
、
萬
物
を
該
藏
す
。
十
二
子
に
於お

け
る
や
亥
爲た

り
、
亥
は
該
な
り

と
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
萬
物
陽
に
應
じ
て
動
き
、
下
に
藏
ず
る
な
り
と
。

上
下
相
生
環
圖

氣
始
於
冬
至
、
律
本
於
黄
鍾
。
或
損
或
益
、
以
生
商
角
徴
羽
。
陽
下
生
陰
、
陰
上

生
陽
。
下
生
者
、
倍
其
實
三
其
法
。
上
生
者
、
四
其
實
三
其
法
。
故
黄
鍾
長
九

寸
、
倍
之
爲
十
八
、
三
之
爲
六
、
而
生
林
鍾
之
長
。
林
鍾
長
六
寸
、
四
之
爲
二
十

四
、
三
之
爲
八
、
而
生
太
簇
之
長
。
此
律
呂
損
益
相
生
之
説
也
。

氣
は
冬
至
於よ

り
始
ま
り
、
律
は
黄
鍾
に
本も
と

づ
く
。
或
い
は
損そ
こ

な
ひ
或
い
は
益ま

し
、
以
て
商
角
徴
羽
を
生
ず
。
陽
は
陰
を
下
生
し
、
陰
は
陽
を
上
生
す
。
下

生
な
る
者
は
、
其
の
實
を
倍
し
其
の
法
を
三
す
。
上
生
な
る
者
は
、
其
の
實

を
四
し
其
の
法
を
三
す
。
故
に
黄
鍾
の
長
は
九
寸
、
之こ

れ

を
倍
す
れ
ば
十
八
爲た

り
、
之
を
三
す
れ
ば
六
爲た

り
、
而
し
て
林
鍾
の
長
を
生
ず
。
林
鍾
の
長
は
六
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夾
鐘
、
出
四
隙
之
細
也
。
又
曰
、
言
陰
陽
相
夾
廁
也
。
又
曰
、
言
陰
氣
夾
助
太
簇

宣
四
方
之
氣
而
出
種
物
也
。

夾
鐘
は
、
四
隙
の
細
き
を
出
す
な
り
。
又
曰
く
、
陰
陽
の
相あ

ひ

夾け
ふ

廁し

す
る
を
言

ふ
な
り
と
。
又
曰
く
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陰
氣
太
簇
の
四
方
の
氣
を
宣の

べ
て
種

物
を
出
だ
す
を
夾
助
す
る
な
り
と
。

中
呂
、
宣
中
氣
也
。
又
曰
、
言
萬
物
盡
旅
而
西
行
也
。
又
曰
、
言
微
陰
始
起
未

成
、
著
於
其
中
、
旅
助
姑
洗
宣
氣
齊
物
也
。
又
曰
、
言
陽
氣
將
極
、
中
充
大
也
。

中
呂
は
、
中
氣
を
宣の

ぶ
る
な
り
。
又
曰
く
、
萬
物
盡
く
旅
し
て
西
行
す
る
を

言
ふ
な
り
と
。
又
曰
く
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
微
陰
始
め
て
起
こ
る
も
未
だ
成
ら

ず
、
其
の
中
に
著あ

ら
はれ
て
、
姑
洗
の
氣
を
宣の

べ
物
を
齊ひ
と
しく
す
る
を
旅
助
す
る
な

り
と
。
又
曰
く
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陽
氣
將
に
極
ま
ら
ん
と
し
、
中う

ち

充み

ち
て
大

な
る
な
り
と
。

林
鍾
、
和
展
百
事
、
俾
莫
不
任
肅
純
恪
也
。
又
曰
、
林
君
也
。
言
陰
氣
受
任
、
助

蕤
賓
君
主
種
物
、
使
長
大
楙
盛
也
。
又
曰
、
言
萬
物
就
隕
、
氣
林
林
然
。
又
曰
、

林
者
衆
也
。
言
萬
物
成
就
、
種
類
多
也
。

林
鍾
は
、
百
事
を
和
展
し
、
任
肅す
み

や
か
に
純お
ほ

い
に
恪う
や
まは
ざ
る
莫
か
ら
俾し

む
る

な
り
。
又
曰
く
、
林
は
君
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陰
氣
任
を
受
け
、
蕤
賓
君

主
の
物
を
種
う
る
を
助
け
、
長
大
楙
盛
な
ら
し
む
る
な
り
と
。
又
曰
く
、
萬

物
隕
に
就
く
も
、
氣
林
林
然
た
る
を
言
ふ
と
。
又
曰
く
、
林
は
衆
な
り
。
萬

物
成
就
し
、
種
類
多
き
を
言
ふ
な
り
と
。

南
呂
、
贊
陽
秀
也
。
又
曰
、
言
萬
物
之
旅
入
藏
也
。
又
曰
、
言
陰
氣
旅
助
夷
則
任

成
萬
物
也
。
又
曰
、
南
任
也
。
言
陽
氣
尚
任
包
、
大
生
薺
麥
也
。

南
呂
は
、
陽
の
秀ひ

い

づ
る
を
贊た
す

く
る
な
り
。
又
曰
く
、
萬
物
の
旅
し
て
入
藏
す

る
を
言
ふ
な
り
と
。
又
曰
く
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陰
氣
の
夷
則
の
萬
物
を
任
成

す
る
を
旅
助
す
る
な
り
と
。
又
曰
く
、
南
は
任
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陽
氣

尚な
ほ

任に
ん

包は
う

し
、
大
い
に
薺
麥
を
生
ず
る
な
り
と
。

應
鍾
、
均
利
器
用
、
俾
應
復
也
。
又
曰
、
陽
氣
之
應
不
用
事
也
。
又
曰
、
言
陰
氣

應
無
射
該
藏
萬
物
、
於
十
二
子
爲
亥
、
亥
者
該
也
。
言
萬
物
應
陽
而
動
、
下
藏

也
。

應
鍾
、
均
し
く
器
用
を
利
し
、
應
じ
て
復
せ
し
む
る
な
り
。
又
曰
く
、
陽
氣

の
應
に
し
て
事
を
用
ゐ
ざ
る
な
り
と
。
又
曰
く
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陰
氣
無
射

に
應
じ
、
萬
物
を
該
藏
す
。
十
二
子
に
於お

け
る
や
亥
爲た

り
、
亥
は
該
な
り

と
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
萬
物
陽
に
應
じ
て
動
き
、
下
に
藏
ず
る
な
り
と
。

上
下
相
生
環
圖

氣
始
於
冬
至
、
律
本
於
黄
鍾
。
或
損
或
益
、
以
生
商
角
徴
羽
。
陽
下
生
陰
、
陰
上

生
陽
。
下
生
者
、
倍
其
實
三
其
法
。
上
生
者
、
四
其
實
三
其
法
。
故
黄
鍾
長
九

寸
、
倍
之
爲
十
八
、
三
之
爲
六
、
而
生
林
鍾
之
長
。
林
鍾
長
六
寸
、
四
之
爲
二
十

四
、
三
之
爲
八
、
而
生
太
簇
之
長
。
此
律
呂
損
益
相
生
之
説
也
。

氣
は
冬
至
於よ

り
始
ま
り
、
律
は
黄
鍾
に
本も
と

づ
く
。
或
い
は
損そ
こ

な
ひ
或
い
は
益ま

し
、
以
て
商
角
徴
羽
を
生
ず
。
陽
は
陰
を
下
生
し
、
陰
は
陽
を
上
生
す
。
下

生
な
る
者
は
、
其
の
實
を
倍
し
其
の
法
を
三
す
。
上
生
な
る
者
は
、
其
の
實

を
四
し
其
の
法
を
三
す
。
故
に
黄
鍾
の
長
は
九
寸
、
之こ

れ

を
倍
す
れ
ば
十
八
爲た

り
、
之
を
三
す
れ
ば
六
爲た

り
、
而
し
て
林
鍾
の
長
を
生
ず
。
林
鍾
の
長
は
六
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寸
、
之
を
四
す
れ
ば
二
十
四
爲た

り
、
之
を
三
す
れ
ば
八
爲た

り
、
而
し
て
太
簇

の
長
を
生
ず
。
此こ

れ

律
呂
損
益
相
生
の
説
な
り
。

戌
申
午
辰
寅
子

酉
亥
丑
卯
巳
未

下
生
陰

上
生
陽

 

（
二
ａ
ｂ
、
三
ａ
ｂ
、
四
ａ
ｂ
）

【
校
記
】

律
呂
隔
八
相
生
圖

○
十
二
律
呂
と
工
尺
譜
の
圓
に
十
三
格
有
る
も
の
＝
底
本
・
靜
嘉
本
・
宛
本
・
范

本
・
粤
本
ａ
ｂ
・
楡
本
・
思
賢
本
・
呉
本
ａ
ｂ

　十
二
律
呂
と
工
尺
譜
の
圓
が
十
二
格
の
も
の
＝
守
本
・
疏
證
本
ａ
ｂ
・
叢
編
本

甲
ａ
ｂ
乙
・
國
本

○
圓
外
に
書
き
込
み
の
有
る
も
の

　
　そ
の
内

　
　
　工
尺
譜
の
書
き
込
み
の
有
る
も
の
＝
底
本
・
范
本
・
粤
本
ａ
ｂ
・
楡
本
・

思
賢
本
・
呉
本
ａ
ｂ

　
　
　七
聲
の
書
き
込
み
の
有
る
も
の
＝
疏
證
本
ａ
ｂ
・
叢
編
本
ａ
ｂ
乙

　圓
外
に
書
き
込
み
の
無
い
も
の
＝
靜
嘉
本
・
宛
本
・
守
本
・
國
本

○
十
二
子
と
十
二
律
の
位
置
關
係

　黄
鍾
が
子
の
位
置
に
在
る
も
の
＝
守
本
・
疏
證
本
ａ
ｂ
・
叢
編
本
甲
ａ
ｂ
乙
・

國
本
（
但
し
國
本
の
み
九
時
の
方
向
）

　黄
鍾
が
子
の
位
置
に
無
い
も
の

　
　そ
の
内

　
　
　太
簇
の
位
置
に
在
る
も
の
＝
底
本
・
范
本
・
粤
本
ａ
ｂ
・
楡
本
・
思
賢

本
・
呉
本
ａ
ｂ

　
　
　亥
と
子
の
間
に
在
る
も
の
＝
靜
嘉
本
・
宛
本

本
文
（
以
下
、
カ
ッ
コ
内
は
底
本
の
葉
數
、
丸
付
き
數
字
は
行
數
を
そ
れ
ぞ
れ
示
す
）

﹇
二
表
﹈
⑧
爲
徴
＝
爲
微
（
守
本
）
　⑨
〜
⑩
靜
嘉
本
・
宛
本
は
「
太
簇
爲
商
〜
南

呂
數
八
至
」
十
七
字
を
脱
す
。

﹇
二
裏
﹈
①
七
調
＝
七
詞
（
叢
編
本
甲
ａ
ｂ
）
　⑨
中
也
＝
中
之
色
也
（
疏
證
本
ａ

ｂ
・
叢
編
本
甲
ａ
ｂ
乙
）
　⑪
贊
陽
（
底
本
を
含
む
各
本
贊
揚
に
作
る
も
今
改
め

る
）

﹇
三
表
﹈
①
顏
氏
＝
顧
氏
（
楡
本
ｂ
）
　③
修
潔
百
物
＝
脩
潔
万
物
（
靜
嘉
本
）
脩

潔
萬
物
（
宛
本
）
　○
萬
物
洗
生
＝
萬
万
洗
物
（
靜
嘉
本
・
宛
本
）
　⑥
安
靖
＝
安

精
（
靜
嘉
本
・
宛
本
）
　⑦
萎
陽
＝
痿
陽
（
守
本
・
國
本
）
　○
導
也
言
＝
導
之

（
靜
嘉
本
・
宛
本
）
　⑧
始
導
＝
始
段
（
叢
編
本
甲
ａ
ｂ
）
　○
繼
＝
靜
嘉
本
・
宛

本
は
こ
の
一
字
を
脱
す
。
　○
萬
物
＝
養
物
（
疏
證
本
ａ
ｂ
）
　⑨
陽
氣
＝
陽
隂

（
靜
嘉
本
・
宛
本
）
　○
始
＝
始
起
故
（
疏
證
本
ａ
ｂ
・
叢
編
本
甲
ａ
ｂ
乙
）
　⑩

平
民
＝
平
安
（
疏
證
本
ａ
ｂ
）
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﹇
三
裏
﹈
②
疏
證
本
ａ
ｂ
・
叢
編
本
甲
ａ
ｂ
乙
は
「
軌
儀
也
」
の
下
に
「
又
曰
陰

氣
…
」
六
十
二
字
を
補
う
。
疏
證
本
は
さ
ら
に
そ
の
出
所
を
小
字
双
行
で
示
す
。
　

③
呂
旅
＝
呂
助
（
疏
證
本
ａ
ｂ
・
叢
編
本
甲
ａ
ｂ
乙
）
　④
疏
證
本
ａ
ｂ
・
叢
編

本
甲
ａ
ｂ
乙
は
「
牙
物
也
」
の
下
に
「
又
曰
其
於
…
」
四
十
六
字
を
補
う
。
疏
證

本
は
さ
ら
に
そ
の
出
所
を
小
字
双
行
で
示
す
。
　⑥
太
簇
＝
大
簇
（
靜
嘉
本
・
宛

本
）
　○
疏
證
本
ａ
ｂ
・
叢
編
本
甲
ａ
ｂ
乙
は
「
種
物
也
」
の
下
に
「
又
曰
夾
者

…
」
十
六
字
を
補
う
。
疏
證
本
は
さ
ら
に
そ
の
出
所
を
小
字
双
行
で
示
す
。
　⑦

呉
本
ａ
ｂ
は
「
盡
」
の
一
字
を
脱
す
。
　⑧
旅
助
＝
旅
物
（
靜
嘉
本
・
宛
本
）
　⑨

呉
本
は
「
將
」
の
一
字
を
脱
す
。
　⑩
俾
＝
使
（
疏
證
本
ａ
ｂ
・
叢
編
本
乙
）
　○

呉
本
ａ
ｂ
・
叢
編
本
甲
ａ
ｂ
は
「
莫
」
の
一
字
を
脱
す
。
　⑪
楙
盛
＝
茂
盛
（
叢

編
本
甲
ａ
ｂ
乙
）

﹇
四
表
﹈
①
隕
＝
殞
（
靜
嘉
本
・
宛
本
）

　③
贊
陽
（
靜
嘉
本
・
宛
本
は
賛
楊
、
底

本
を
含
む
他
の
諸
本
は
贊
揚
に
作
る
も
今
改
め
る
）
　○
蔵
＝
臧
（
呉
本
ａ
ｂ
）
　

⑦
無
＝
旡
（
靜
嘉
本
・
宛
本
）
　○
于
十
二
子
＝
於
十
二
子
（
靜
嘉
本
・
宛
本
・

呉
本
ａ
ｂ
・
疏
證
本
ａ
ｂ
・
叢
編
本
甲
ａ
ｂ
乙
・
楡
本
ｂ
）
　こ
こ
で
は
「
於
」

に
從
っ
た
。
　○
亥
亥
＝
痎
痎
（
靜
嘉
本
・
宛
本
）
　⑧
言
＝
又
曰
言
（
疏
證
本
ａ

ｂ
）
　⑪
三
其
法
（
守
本
・
疏
證
本
ａ
ｂ
・
叢
編
本
甲
ａ
ｂ
乙
・
國
本
を
除
く
各

本
皆
倍
其
法
に
作
る
も
今
改
め
た
）

﹇
四
裏
﹈
②
太
簇
＝
大
簇
（
靜
嘉
本
・
宛
本
）

上
下
相
生
環
圖

　
※
本
圖
に
は
名
稱
が
無
い
の
で
、
今
假
に
『
詞
源
解
箋
』
で
鄭
孟
津

氏
が
用
い
て
お
ら
れ
る
「
上
下
相
生
環
」
を
用
い
て
お
く
。

○
上
生
綫
、
下
生
綫
に
斷
裂
が
有
り
、
十
二
子
が
三
分
損
益
の
對
應
順
に
結
ば
れ

て
い
な
い
も
の

　
　そ
の
内

　
　
　子
の
左
右
に
上
生
綫
・
下
生
綫
が
無
く
、
寅
か
ら
下
生
綫
が
未
に
繋
が
っ

て
い
る
も
の
＝
底
本
・
范
本
・
粤
本
ａ
ｂ
・
楡
本
・
思
賢
本
・
呉
本
ａ
ｂ

　
　
　子
に
上
生
綫
が
無
く
、
子
か
ら
下
生
綫
が
未
に
繋
が
っ
て
い
る
も
の
＝
靜

嘉
本
・
宛
本

　上
生
綫
、
下
生
綫
に
斷
裂
の
無
い
も
の

　
　そ
の
内

　
　
　巳
か
ら
子
へ
の
上
生
綫
が
無
く
、
循
環
が
閉
じ
て
い
な
い
も
の
＝
守
本
・

國
本

　
　
　巳
か
ら
子
へ
上
生
綫
が
有
り
、
循
環
が
閉
じ
て
お
り
、
十
二
子
に
律
呂
名

が
補
足
さ
れ
て
い
る
も
の
＝
疏
證
本
ａ
ｂ
・
叢
編
本
甲
ａ
ｂ
乙

【
注
】

律
呂
隔
八
相
生
圖

○
數
八

　三
分
損
益
に
よ
り
あ
る
律
か
ら
八
律
上
の
音
を
求
め
る
こ
と
。
詳
細
は

「
通
釋
」
參
照
。

○
閏
宮

　變
宮
に
同
じ
。
宮
よ
り
半
音
低
い
律
。

○
閏
徴

　變
徴
に
同
じ
。
徴
よ
り
半
音
低
い
律
。

○
七
調

　五
聲
七
聲
の
い
ず
れ
の
音
を
主
音
に
す
る
か
で
調
式
が
定
ま
る
。
宮
を

主
音
と
す
る
も
の
を
宮
調
、
商
を
主
音
と
す
る
も
の
を
商
調
（
以
下
同
樣
）、
の

よ
う
に
呼
ぶ
。
七
調
は
、
宮
調
・
商
調
・
角
調
・
變
徴
調
・
徴
調
・
羽
調
・
變
宮

調
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
宮
を
十
二
律
呂
の
第
一
音
「
黄
鍾
」
に
置
い
て
い
る
の

で
、
七
調
は
三
分
損
益
に
よ
る
生
成
順
で
「
黄
鍾
宮
」（
主
音
「
黄
鍾
」）・「
黄
鍾

徴
」（
主
音
「
林
鍾
」）・「
黄
鍾
商
」（
主
音
「
太
簇
」）・「
黄
鍾
羽
」（
主
音
「
南
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﹇
三
裏
﹈
②
疏
證
本
ａ
ｂ
・
叢
編
本
甲
ａ
ｂ
乙
は
「
軌
儀
也
」
の
下
に
「
又
曰
陰

氣
…
」
六
十
二
字
を
補
う
。
疏
證
本
は
さ
ら
に
そ
の
出
所
を
小
字
双
行
で
示
す
。
　

③
呂
旅
＝
呂
助
（
疏
證
本
ａ
ｂ
・
叢
編
本
甲
ａ
ｂ
乙
）
　④
疏
證
本
ａ
ｂ
・
叢
編

本
甲
ａ
ｂ
乙
は
「
牙
物
也
」
の
下
に
「
又
曰
其
於
…
」
四
十
六
字
を
補
う
。
疏
證

本
は
さ
ら
に
そ
の
出
所
を
小
字
双
行
で
示
す
。
　⑥
太
簇
＝
大
簇
（
靜
嘉
本
・
宛

本
）
　○
疏
證
本
ａ
ｂ
・
叢
編
本
甲
ａ
ｂ
乙
は
「
種
物
也
」
の
下
に
「
又
曰
夾
者

…
」
十
六
字
を
補
う
。
疏
證
本
は
さ
ら
に
そ
の
出
所
を
小
字
双
行
で
示
す
。
　⑦

呉
本
ａ
ｂ
は
「
盡
」
の
一
字
を
脱
す
。
　⑧
旅
助
＝
旅
物
（
靜
嘉
本
・
宛
本
）
　⑨

呉
本
は
「
將
」
の
一
字
を
脱
す
。
　⑩
俾
＝
使
（
疏
證
本
ａ
ｂ
・
叢
編
本
乙
）
　○

呉
本
ａ
ｂ
・
叢
編
本
甲
ａ
ｂ
は
「
莫
」
の
一
字
を
脱
す
。
　⑪
楙
盛
＝
茂
盛
（
叢

編
本
甲
ａ
ｂ
乙
）

﹇
四
表
﹈
①
隕
＝
殞
（
靜
嘉
本
・
宛
本
）
　③
贊
陽
（
靜
嘉
本
・
宛
本
は
賛
楊
、
底

本
を
含
む
他
の
諸
本
は
贊
揚
に
作
る
も
今
改
め
る
）
　○
蔵
＝
臧
（
呉
本
ａ
ｂ
）
　

⑦
無
＝
旡
（
靜
嘉
本
・
宛
本
）

　○
于
十
二
子
＝
於
十
二
子
（
靜
嘉
本
・
宛
本
・

呉
本
ａ
ｂ
・
疏
證
本
ａ
ｂ
・
叢
編
本
甲
ａ
ｂ
乙
・
楡
本
ｂ
）
　こ
こ
で
は
「
於
」

に
從
っ
た
。
　○
亥
亥
＝
痎
痎
（
靜
嘉
本
・
宛
本
）
　⑧
言
＝
又
曰
言
（
疏
證
本
ａ

ｂ
）
　⑪
三
其
法
（
守
本
・
疏
證
本
ａ
ｂ
・
叢
編
本
甲
ａ
ｂ
乙
・
國
本
を
除
く
各

本
皆
倍
其
法
に
作
る
も
今
改
め
た
）

﹇
四
裏
﹈
②
太
簇
＝
大
簇
（
靜
嘉
本
・
宛
本
）

上
下
相
生
環
圖

　
※
本
圖
に
は
名
稱
が
無
い
の
で
、
今
假
に
『
詞
源
解
箋
』
で
鄭
孟
津

氏
が
用
い
て
お
ら
れ
る
「
上
下
相
生
環
」
を
用
い
て
お
く
。

○
上
生
綫
、
下
生
綫
に
斷
裂
が
有
り
、
十
二
子
が
三
分
損
益
の
對
應
順
に
結
ば
れ

て
い
な
い
も
の

　
　そ
の
内

　
　
　子
の
左
右
に
上
生
綫
・
下
生
綫
が
無
く
、
寅
か
ら
下
生
綫
が
未
に
繋
が
っ

て
い
る
も
の
＝
底
本
・
范
本
・
粤
本
ａ
ｂ
・
楡
本
・
思
賢
本
・
呉
本
ａ
ｂ

　
　
　子
に
上
生
綫
が
無
く
、
子
か
ら
下
生
綫
が
未
に
繋
が
っ
て
い
る
も
の
＝
靜

嘉
本
・
宛
本

　上
生
綫
、
下
生
綫
に
斷
裂
の
無
い
も
の

　
　そ
の
内

　
　
　巳
か
ら
子
へ
の
上
生
綫
が
無
く
、
循
環
が
閉
じ
て
い
な
い
も
の
＝
守
本
・

國
本

　
　
　巳
か
ら
子
へ
上
生
綫
が
有
り
、
循
環
が
閉
じ
て
お
り
、
十
二
子
に
律
呂
名

が
補
足
さ
れ
て
い
る
も
の
＝
疏
證
本
ａ
ｂ
・
叢
編
本
甲
ａ
ｂ
乙

【
注
】

律
呂
隔
八
相
生
圖

○
數
八

　三
分
損
益
に
よ
り
あ
る
律
か
ら
八
律
上
の
音
を
求
め
る
こ
と
。
詳
細
は

「
通
釋
」
參
照
。

○
閏
宮

　變
宮
に
同
じ
。
宮
よ
り
半
音
低
い
律
。

○
閏
徴

　變
徴
に
同
じ
。
徴
よ
り
半
音
低
い
律
。

○
七
調

　五
聲
七
聲
の
い
ず
れ
の
音
を
主
音
に
す
る
か
で
調
式
が
定
ま
る
。
宮
を

主
音
と
す
る
も
の
を
宮
調
、
商
を
主
音
と
す
る
も
の
を
商
調
（
以
下
同
樣
）、
の

よ
う
に
呼
ぶ
。
七
調
は
、
宮
調
・
商
調
・
角
調
・
變
徴
調
・
徴
調
・
羽
調
・
變
宮

調
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
宮
を
十
二
律
呂
の
第
一
音
「
黄
鍾
」
に
置
い
て
い
る
の

で
、
七
調
は
三
分
損
益
に
よ
る
生
成
順
で
「
黄
鍾
宮
」（
主
音
「
黄
鍾
」）・「
黄
鍾

徴
」（
主
音
「
林
鍾
」）・「
黄
鍾
商
」（
主
音
「
太
簇
」）・「
黄
鍾
羽
」（
主
音
「
南
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呂
」）・「
黄
鍾
角
」（
主
音
「
姑
洗
」）・「
黄
鍾
變
宮
」（
主
音
「
應
鍾
」）・「
黄
鍾

變
徴
」（
主
音
「
蕤
賓
」）
と
な
る
。

本
文

黄
鍾

○
宣
養
六
氣
九
德
也

　
　「
宣
」
は
「
徧

あ
ま
ね
く

」。「
六
氣
」
は
「
陰
・
陽
・
風
・
雨
・

晦
・
明
」
の
こ
と
。「
九
德
」
は
「
九
功
」
の
も
た
ら
す
德
で
、
九
功
は
「
水
・

火
・
金
・
木
・
土
・
穀
・
正
德
・
利
用
・
厚
生
」
の
こ
と
。
五
方
で
は
中
央
に
當

た
る
十
二
律
呂
の
第
一
律
黄
鍾
が
、
あ
ま
ね
く
六
氣
・
九
德
を
養
う
こ
と
を
言

う
。『
國
語
』「
周
語
下
」
に
「
王
將
鑄
無
射
、
問
律
于
伶
州
鳩
。
對
曰
、
律
所
以

立
均
出
度
也
。
古
之
神
瞽
考
中
聲
而
量
之
以
制
、
度
律
均
鍾
、
百
官
軌
儀
。
紀
之

以
三
、
平
之
以
六
、
成
于
十
二
、
天
之
道
也
。
夫
六
中
之
色
也
。
故
名
之
曰
黄

鍾
。
所
以
宣
養
六
氣
九
德
也
」（
王
將
に
無
射
を
鑄
ん
と
し
、
律
を
伶
州
鳩
に
問

ふ
。
對
へ
て
曰
く
、
律
は
均
を
立
て
て
度
を
出
す
所
以
な
り
。
古
の
神
瞽
は
中
聲

を
考
へ
て
之こ

れ

を
量
り
以
て
制
し
、
律
を
度は
か

り
鍾
を
均た
ひ
らに
し
、
百
官
は
軌
儀
す
。
之

を
紀お

さ

む
る
に
三
を
以
て
し
、
之
を
平
ぐ
る
に
六
を
以
て
し
、
十
二
と
成
る
、
天
の

道
な
り
。
夫そ

れ
六
は
中
の
色
な
り
。
故
に
之こ
れ

を
名
づ
け
て
黄
鍾
と
曰
ふ
。
六
氣
九

德
を
宣
養
す
る
の
所ゆ

ゑ
ん以
な
り
）
と
あ
り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。
以

下
、
十
二
律
呂
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
所
以
」
は
同
樣
に
こ
の
『
國
語
』「
周
語
下
」
を

踏
ま
え
て
い
る
。
ま
た
『
國
語
』
の
こ
の
箇
所
の
呉
・
韋
昭
の
注
に
「
宣
徧
也
。

六
氣
、
陰
陽
風
雨
晦
明
也
。
九
德
、
九
功
之
德
。
水
火
金
木
土
穀
正
德
利
用
厚

生
。
十
一
月
陽
伏
於
下
、
物
始
萌
、
於
五
聲
爲
宮
。
含
元
處
中
、
所
以
徧
養
六
氣

九
德
之
本
也
」（
宣
は
徧

あ
ま
ね
くな
り
。
六
氣
は
、
陰
・
陽
・
風
・
雨
・
晦
・
明
な
り
。

九
德
は
、
九
功
の
德
な
り
。
水
・
火
・
金
・
木
・
土
・
穀
・
正
德
・
利
用
・
厚
生

な
り
。
十
一
月
は
陽
は
下
に
伏
し
、
物
始
め
て
萌
え
、
五
聲
に
於
い
て
は
宮
爲

り
。
元
を
含
み
中
に
處を

る
、
六
氣
九
德
を
徧
養
す
る
所
以
の
本
な
り
）
と
あ
る
。

　「
六
氣
」
は
自
然
界
の
氣
候
の
變
化
の
本
と
な
る
も
の
で
、『
左
傳
』「
昭
公
元

年
」
に
「
天
有
六
氣
、
降
生
五
味
、
發
爲
五
色
、
徴
爲
五
聲
、
淫
生
六
疾
。
六
氣

曰
陰
陽
風
雨
晦
明
也
」（
天
に
六
氣
有
り
、
降
り
て
五
味
を
生
じ
、
發
し
て
五
色

と
爲な

り
、
徴
し
て
五
聲
と
爲
り
、
淫
し
て
六
疾
を
生
ず
。
六
氣
は
陰
陽
風
雨
晦
明

を
曰
ふ
な
り
）
と
あ
る
。「
九
功
」
は
水
・
火
・
金
・
木
・
土
・
穀
の
「
六
府
」

（
物
の
價
値
の
元
と
な
る
要
素
）
と
正
德
・
利
用
・
厚
生
の
「
三
事
」（
正
身
之

德
・
利
民
之
用
・
厚
民
之
生
と
い
う
三
つ
の
要
事
）
と
を
合
わ
せ
た
言
い
方
で
、

例
え
ば
『
左
傳
』「
文
公
七
年
」
に
「
六
府
三
事
、
謂
之
九
功
。
水
火
金
木
土

穀
、
謂
之
六
府
、
正
德
利
用
厚
生
、
謂
之
三
事
」（
六
府
三
事
、
之こ

れ

を
九
功
と
謂

ふ
。
水
火
金
木
土
穀
、
之
を
六
府
と
謂
ひ
、
正
德
利
用
厚
生
、
之
を
三
事
と
謂

ふ
）
と
あ
る
。

○
黄
者
中
也
、
鍾
者
種
也

　
　「
黄
鍾
」
の
「
黄
」
は
五
色
の
「
黄
」
で
あ
り
五

方
で
は
「
中
央
」
に
當
る
こ
と
、「
黄
鍾
」
の
「
鍾
」
は
「
種
」
の
意
で
あ
る
こ

と
を
言
う
。『
漢
書
』
卷
二
十
一
上
「
律
暦
志
上
」
に
「
至
治
之
世
、
天
地
之
氣

合
以
生
風
。
天
地
之
風
氣
正
、
十
二
律
定
。
黄
鐘
。
黄
者
中
之
色
、
君
之
服
也
。

鐘
者
種
也
」（
至
治
の
世
は
、
天
地
の
氣
は
合
し
以
て
風
を
生
ず
。
天
地
の
風
氣

正
し
け
れ
ば
、
十
二
律
定
ま
る
。
黄
鐘
。
黄
な
る
者
は
中
の
色
に
し
て
、
君
の
服

な
り
。
鐘
な
る
者
は
種
な
り
）
と
あ
り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。
以

下
、
十
二
律
呂
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
又
曰
」
は
同
樣
に
こ
の
『
漢
書
』「
律
暦
志

上
」
を
踏
ま
え
て
い
る
。
な
お
『
詞
源
』
諸
本
は
「
黄
者
中
也
」
に
作
る
が
、
疏

證
本
は
『
漢
書
』「
律
暦
志
上
」
の
本
文
に
合
わ
せ
て
「
黄
者
中
之
色
也
」
に
改

め
、「
原
脱
之
色
二
字
」
と
注
す
る
。
叢
編
本
甲
乙
も
こ
れ
に
從
う
。
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○
黄
者
中
和
之
氣

　
　黄
鍾
の
「
黄
」
は
五
色
の
内
の
中
和
の
色
で
あ
る
こ
と
を

言
う
。『
白
虎
通
義
』「
五
行
」
に
「
月
令
云
十
一
月
律
謂
之
黄
鐘
何
。
黄
者
中
和

之
色
。
鐘
者
動
也
。
言
陽
氣
動
於
黄
泉
之
下
、
動
養
萬
物
也
」（
月
令
に
云
ふ
十

一
月
の
律
は
之こ

れ

を
黄
鐘
と
謂
ふ
と
は
何
ぞ
や
。
黄
な
る
者
は
中
和
の
色
な
り
。
鐘

な
る
者
は
動
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陽
氣
黄
泉
の
下
に
動
き
、
萬
物
を
養
ふ
な

り
）
と
あ
り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。
以
下
、
十
二
律
呂
の
そ
れ
ぞ
れ

の
「
又
曰
」
は
同
樣
に
こ
の
『
白
虎
通
義
』「
五
行
」
を
踏
ま
え
て
い
る
。
な

お
、『
詞
源
』
諸
本
は
「
中
和
之
氣0

」
に
作
る
が
、『
白
虎
通
義
』「
五
行
」
は

「
中
和
之
色0

」
に
作
っ
て
お
り
、
ま
た
『
國
語
』「
周
語
下
」
の
「
故
名
之
曰
黄

鍾
」
の
韋
昭
の
注
も
「
黄
中
之
色0

也
」
と
し
て
い
る
。

太
簇

○
金
奏
贊
揚
出
滯
也

　
　「
金
奏
」
は
鐘
（
八
音
の
金
）
を
擊
っ
て
リ
ズ
ム
を
と

る
こ
と
。「
贊
」
は
佐た

す

け
る
。『
詞
源
』
諸
本
は
み
な
「
贊
揚0

」
に
作
る
が
、
今

『
國
語
』「
周
五
下
」
及
び
そ
の
韋
昭
注
に
よ
っ
て
「
贊
陽0

」（
陽
を
贊た
す

く
）
に
改

め
た
。「
出
滯
」
は
滞
っ
た
氣
を
解
き
放
つ
こ
と
。『
國
語
』「
周
語
下
」
に
「
由

是
第
之
、
二
曰
太
簇
、
所
以
金
奏
贊
陽
出
滯
也
」（
是こ

れ

由よ

り
之こ
れ

を
第つ
い
です
れ
ば
、
二

に
曰
く
太
簇
、
金
奏
し
て
陽
を
贊た

す

け
滯
と
ど
こ
ほり
を
出
す
所
以
な
り
）
と
あ
り
、
本
條

は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。
ま
た
韋
昭
の
注
に
「
贊
佐
也
。
賈
唐
云
、
太
蔟
正
聲

爲
商
、
故
爲
金
奏
。
所
以
佐
陽
發
、
出
滯
伏
也
」（
贊
は
佐た

す
くな
り
。
賈
唐
云
ふ
、

太
蔟
の
正
聲
は
商
爲た

り
、
故
に
金
奏
を
爲
す
。
陽
を
佐
け
て
發
し
、
滯
伏
を
出
す

所
以
な
り
）
と
あ
る
。「
賈
唐
」
は
賈
逵き

と
唐
固
。「
金
奏
」
に
つ
い
て
は
、『
周

禮
』「
春
官
」
に
「
鐘
師
、
掌
金
奏
」（
鐘
師
は
、
金
奏
を
掌

つ
か
さ
どる
）
と
あ
り
、
そ

の
鄭
玄
注
に
「
金
奏
、
擊
金
以
爲
奏
樂
之
節
。
金
謂
鐘
及
鎛
」（
金
奏
、
金
を
擊

ち
て
以
て
奏
樂
の
節
を
爲
す
。
金
は
鐘
及
び
鎛
を
謂
ふ
）
と
あ
る
。
こ
こ
で
は

「
太
簇
」
律
が
五
聲
で
は
「
商
」
に
當
た
り
、
五
行
で
は
「
金
」
に
當
た
る
こ
と

か
ら
、「
太
簇
」
の
意
義
を
、
鍾
を
擊
つ
こ
と
で
停
滞
し
た
氣
を
解
き
放
つ
こ
と

と
解
い
た
の
で
あ
る
。

○
言
萬
物
簇
生
也

　
　「
簇
生
」
は
む
ら
が
り
生
ず
る
こ
と
。
簇
は
湊
・
蔟
に
同

じ
く
、
む
ら
が
り
あ
つ
ま
る
こ
と
。『
史
記
』
卷
二
十
五
「
律
書
第
三
」
に
「
正

月
也
。
律
中
泰
簇
。
泰
簇
者
言
萬
物
簇
生
也
。
故
曰
泰
簇
。
其
於
十
二
子
爲
寅
。

寅
言
萬
物
始
生
螾
然
也
。
故
曰
寅
」（
正
月
な
り
。
律
は
泰
簇
に
中あ

た
る
。
泰
簇

は
萬
物
簇
生
す
る
を
言
ふ
な
り
。
故
に
泰
簇
と
曰
ふ
。
其
の
十
二
子
に
於
け
る
は

寅
と
爲な

す
。
寅
は
萬
物
の
始
め
て
生
ず
る
に
螾い
ん

然ぜ
ん

た
る
を
言
ふ
な
り
。
故
に
寅
と

曰
ふ
）
と
あ
り
（
螾
然
は
萬
物
の
原
初
の
み
み
ず
の
よ
う
に
う
ご
め
く
状
態
）、

本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。
以
下
の
律
呂
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
又
曰
」
は
同
樣

に
こ
の
『
史
記
』「
律
書
」
を
踏
ま
え
て
い
る
。「
泰
簇
」
は
「
太
簇
・
太
蔟
」
に

同
じ
。

○
陽
氣
既
大
、
奏
地
而
達
出
也

　
　「
太
簇
」
の
意
味
を
、
陽
の
氣
が
大
き
く
な

り
、
そ
れ
が
地
に
あ
つ
ま
っ
て
物
と
し
て
現
れ
る
こ
と
と
解
い
て
い
る
。『
漢

書
』
卷
二
十
一
上
「
律
暦
志
上
」
に
「
大
族
。
族
奏
也
。
言
陽
氣
大
、
奏
地
而
達

物
也
。
位
於
寅
、
在
正
月
」（
大
族
。
族
は
奏
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陽
氣
大
に

し
て
、
地
に
奏す

す

み
て
物
に
達
す
る
な
り
。
寅
に
位く
ら
ゐし
、
正
月
に
在
り
）
と
あ
り
、

本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。『
詞
源
』
諸
本
は
「
達
出
」
に
作
っ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
後
の
注
に
示
す
『
白
虎
通
義
』「
五
行
」
に
「
湊
地
而
出0

也
」
と
あ

る
の
に
引
き
ず
ら
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
、
こ
こ
で
は
『
漢
書
』
の
と
お
り

「
達
物
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

○
顏
氏
曰
、
奏
進
也

　
　前
注
に
引
い
た
『
漢
書
』
卷
二
十
一
上
「
律
暦
志
上
」
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○
黄
者
中
和
之
氣

　
　黄
鍾
の
「
黄
」
は
五
色
の
内
の
中
和
の
色
で
あ
る
こ
と
を

言
う
。『
白
虎
通
義
』「
五
行
」
に
「
月
令
云
十
一
月
律
謂
之
黄
鐘
何
。
黄
者
中
和

之
色
。
鐘
者
動
也
。
言
陽
氣
動
於
黄
泉
之
下
、
動
養
萬
物
也
」（
月
令
に
云
ふ
十

一
月
の
律
は
之こ

れ

を
黄
鐘
と
謂
ふ
と
は
何
ぞ
や
。
黄
な
る
者
は
中
和
の
色
な
り
。
鐘

な
る
者
は
動
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陽
氣
黄
泉
の
下
に
動
き
、
萬
物
を
養
ふ
な

り
）
と
あ
り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。
以
下
、
十
二
律
呂
の
そ
れ
ぞ
れ

の
「
又
曰
」
は
同
樣
に
こ
の
『
白
虎
通
義
』「
五
行
」
を
踏
ま
え
て
い
る
。
な

お
、『
詞
源
』
諸
本
は
「
中
和
之
氣0

」
に
作
る
が
、『
白
虎
通
義
』「
五
行
」
は

「
中
和
之
色0

」
に
作
っ
て
お
り
、
ま
た
『
國
語
』「
周
語
下
」
の
「
故
名
之
曰
黄

鍾
」
の
韋
昭
の
注
も
「
黄
中
之
色0

也
」
と
し
て
い
る
。

太
簇

○
金
奏
贊
揚
出
滯
也

　
　「
金
奏
」
は
鐘
（
八
音
の
金
）
を
擊
っ
て
リ
ズ
ム
を
と

る
こ
と
。「
贊
」
は
佐た

す

け
る
。『
詞
源
』
諸
本
は
み
な
「
贊
揚0

」
に
作
る
が
、
今

『
國
語
』「
周
五
下
」
及
び
そ
の
韋
昭
注
に
よ
っ
て
「
贊
陽0

」（
陽
を
贊た
す

く
）
に
改

め
た
。「
出
滯
」
は
滞
っ
た
氣
を
解
き
放
つ
こ
と
。『
國
語
』「
周
語
下
」
に
「
由

是
第
之
、
二
曰
太
簇
、
所
以
金
奏
贊
陽
出
滯
也
」（
是こ

れ

由よ

り
之こ
れ

を
第つ
い
です
れ
ば
、
二

に
曰
く
太
簇
、
金
奏
し
て
陽
を
贊た

す

け
滯
と
ど
こ
ほり
を
出
す
所
以
な
り
）
と
あ
り
、
本
條

は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。
ま
た
韋
昭
の
注
に
「
贊
佐
也
。
賈
唐
云
、
太
蔟
正
聲

爲
商
、
故
爲
金
奏
。
所
以
佐
陽
發
、
出
滯
伏
也
」（
贊
は
佐た

す
くな
り
。
賈
唐
云
ふ
、

太
蔟
の
正
聲
は
商
爲た

り
、
故
に
金
奏
を
爲
す
。
陽
を
佐
け
て
發
し
、
滯
伏
を
出
す

所
以
な
り
）
と
あ
る
。「
賈
唐
」
は
賈
逵き

と
唐
固
。「
金
奏
」
に
つ
い
て
は
、『
周

禮
』「
春
官
」
に
「
鐘
師
、
掌
金
奏
」（
鐘
師
は
、
金
奏
を
掌

つ
か
さ
どる
）
と
あ
り
、
そ

の
鄭
玄
注
に
「
金
奏
、
擊
金
以
爲
奏
樂
之
節
。
金
謂
鐘
及
鎛
」（
金
奏
、
金
を
擊

ち
て
以
て
奏
樂
の
節
を
爲
す
。
金
は
鐘
及
び
鎛
を
謂
ふ
）
と
あ
る
。
こ
こ
で
は

「
太
簇
」
律
が
五
聲
で
は
「
商
」
に
當
た
り
、
五
行
で
は
「
金
」
に
當
た
る
こ
と

か
ら
、「
太
簇
」
の
意
義
を
、
鍾
を
擊
つ
こ
と
で
停
滞
し
た
氣
を
解
き
放
つ
こ
と

と
解
い
た
の
で
あ
る
。

○
言
萬
物
簇
生
也

　
　「
簇
生
」
は
む
ら
が
り
生
ず
る
こ
と
。
簇
は
湊
・
蔟
に
同

じ
く
、
む
ら
が
り
あ
つ
ま
る
こ
と
。『
史
記
』
卷
二
十
五
「
律
書
第
三
」
に
「
正

月
也
。
律
中
泰
簇
。
泰
簇
者
言
萬
物
簇
生
也
。
故
曰
泰
簇
。
其
於
十
二
子
爲
寅
。

寅
言
萬
物
始
生
螾
然
也
。
故
曰
寅
」（
正
月
な
り
。
律
は
泰
簇
に
中あ

た
る
。
泰
簇

は
萬
物
簇
生
す
る
を
言
ふ
な
り
。
故
に
泰
簇
と
曰
ふ
。
其
の
十
二
子
に
於
け
る
は

寅
と
爲な

す
。
寅
は
萬
物
の
始
め
て
生
ず
る
に
螾い
ん

然ぜ
ん

た
る
を
言
ふ
な
り
。
故
に
寅
と

曰
ふ
）
と
あ
り
（
螾
然
は
萬
物
の
原
初
の
み
み
ず
の
よ
う
に
う
ご
め
く
状
態
）、

本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。
以
下
の
律
呂
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
又
曰
」
は
同
樣

に
こ
の
『
史
記
』「
律
書
」
を
踏
ま
え
て
い
る
。「
泰
簇
」
は
「
太
簇
・
太
蔟
」
に

同
じ
。

○
陽
氣
既
大
、
奏
地
而
達
出
也

　
　「
太
簇
」
の
意
味
を
、
陽
の
氣
が
大
き
く
な

り
、
そ
れ
が
地
に
あ
つ
ま
っ
て
物
と
し
て
現
れ
る
こ
と
と
解
い
て
い
る
。『
漢

書
』
卷
二
十
一
上
「
律
暦
志
上
」
に
「
大
族
。
族
奏
也
。
言
陽
氣
大
、
奏
地
而
達

物
也
。
位
於
寅
、
在
正
月
」（
大
族
。
族
は
奏
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陽
氣
大
に

し
て
、
地
に
奏す

す

み
て
物
に
達
す
る
な
り
。
寅
に
位く
ら
ゐし
、
正
月
に
在
り
）
と
あ
り
、

本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。『
詞
源
』
諸
本
は
「
達
出
」
に
作
っ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
後
の
注
に
示
す
『
白
虎
通
義
』「
五
行
」
に
「
湊
地
而
出0

也
」
と
あ

る
の
に
引
き
ず
ら
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
、
こ
こ
で
は
『
漢
書
』
の
と
お
り

「
達
物
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

○
顏
氏
曰
、
奏
進
也

　
　前
注
に
引
い
た
『
漢
書
』
卷
二
十
一
上
「
律
暦
志
上
」
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の
顏
師
古
の
注
に
、「
奏
進
也
」（
奏
は
進
な
り
）
と
あ
る
の
を
言
う
。

○
萬
物
始
大
、
奏
地
而
出
之
也

　太
簇
の
「
太
」
は
「
大
」、「
簇
」
は
「
湊あ

つ

ま

る
」
こ
と
で
、
萬
物
が
次
第
に
大
き
く
な
っ
て
、
地
に
集
ま
っ
て
生
ず
る
こ
と
を

言
う
。『
白
虎
通
義
』「
五
行
」
に
「
正
月
律
謂
之
太
蔟
何
。
太
亦
大
也
。
蔟
者
湊

也
。
言
萬
物
始
大
、
湊
地
而
出
也
」（
正
月
の
律
之こ

れ

を
太
蔟
と
謂
ふ
は
何
ぞ
や
。

太
は
亦ま

た

大
な
り
。
蔟
は
湊あ
つ

ま
る
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
萬
物
始
め
て
大
に
し
て
、

地
に
湊
ま
り
て
出
ず
る
な
り
）
と
あ
り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。

姑
洗

○
修
潔
百
物
、
考
神
納
賓

　
　「
修
」
は
洗
い
清
め
る
、「
考
」
は
合
わ
せ
る
と
訓

じ
、「
考
神
」
で
神
を
集
め
る
こ
と
。「
納
賓
」
は
客
を
迎
え
入
れ
る
こ
と
。「
姑

洗
」
が
よ
ろ
ず
の
物
を
洗
い
清
め
、
宗
廟
に
用
い
て
は
紙
を
人
に
合
わ
せ
、
饗
宴

に
用
い
て
は
客
を
迎
え
入
れ
る
音
で
あ
る
こ
と
を
言
う
。『
國
語
』「
周
語
下
」
に

「
三
曰
姑
洗
、
所
以
修
潔
百
物
、
考
神
納
賓
也
」（
三
に
曰
く
姑
洗
、
百
物
を
修
潔

し
、
神
を
考あ

は
せ
賓
を
納い

る
る
所
以
な
り
）
と
あ
り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た

も
の
。
ま
た
こ
の
箇
所
の
韋
昭
の
注
に
「
姑
潔
也
。
洗
濯
也
。
考
合
也
。
言
陽
氣

養
生
、
洗
濯
姑
穢
、
改
柯
易
葉
也
。
於
正
聲
爲
角
。
是
月
、
百
物
修
潔
、
故
用
之

宗
廟
、
合
致
神
人
、
用
之
鄕
宴
、
可
以
納
賓
也
」（
姑
は
潔
な
り
。
洗
は
濯
な

り
。
考
は
合
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陽
氣
養
生
し
、
姑
穢
を
洗
濯
し
、
柯え

だ

を
改
め

葉
を
易
ふ
る
な
り
。
正
聲
に
於
い
て
は
角
爲た

り
。
是
の
月
、
百
物
修
潔
し
て
、
故

に
之
を
宗
廟
に
用
ゐ
、
神
人
を
合
致
し
て
、
之
を
鄕
宴
に
用
ゐ
る
。
以
て
賓
を
納

る
る
べ
き
な
り
）
と
あ
る
。

○
萬
物
洗
生

　
　「
洗
生
」
は
古
い
も
の
を
洗
い
流
し
新
し
い
も
の
を
生
ず
る
こ

と
。『
史
記
』
卷
二
十
五
「
律
書
第
三
」
に
「
三
月
也
。
律
中
姑
洗
。
姑
洗
者
、

言
萬
物
洗
生
。
其
於
十
二
子
爲
辰
。
辰
者
、
言
萬
物
之
蜄
也
」（
三
月
な
り
。
律

は
姑
洗
に
中あ

た

る
。
姑
洗
な
る
者
は
、
萬
物
洗
生
す
る
を
言
ふ
。
其
の
十
二
子
に
於

け
る
や
辰
爲た

り
。
辰
な
る
者
は
、
萬
物
の
蜄う
ご

く
を
言
ふ
な
り
）
と
あ
り
、
本
條
は

こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。

○
姑
必
也
。
洗
潔
也
。
言
陽
氣
洗
物
、
必
使
之
潔
也

　
　「
姑
洗
」
を
「
姑
＝

必
」、「
洗
〜
潔
」
と
解
し
、
そ
の
意
味
を
陽
氣
が
萬
物
を
荒
い
、
そ
れ
を
き
よ
め

る
こ
と
と
解
い
て
い
る
。『
漢
書
』
卷
二
十
一
上
「
律
暦
志
上
」
に
「
姑
洗
。
洗

絜
也
。
言
陽
氣
洗
物
、
辜
絜
之
也
。
位
於
辰
。
在
三
月
」（
姑
洗
。
洗
は
絜
な

り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陽
氣
物
を
洗
ひ
、
辜か

な
らず
之
を
絜き
よ

め
る
な
り
。
辰
に
位く
ら
ゐし
。
三

月
に
在
り
）
と
あ
り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。『
詞
源
』
本
文
の
「
姑

必
也
」
は
『
漢
書
』
に
は
な
く
、
孟
康
の
注
に
「
辜
必
也
。
必
使
之
潔
也
」（
辜

は
必
な
り
。
必
ず
之
を
し
て
潔
め
し
む
る
な
り
）
と
あ
る
の
を
取
り
入
れ
た
も
の

か
。

○
姑
者
故
也
。
洗
者
鮮
也
。
萬
物
去
故
就
新
、
莫
不
鮮
明
也

　
　姑
洗
の
「
姑
」

は
故ふ

る

い
、「
洗
」
は
鮮
や
か
。
萬
物
が
古
い
も
の
を
捨
て
て
新
し
い
も
の
に
就

き
、
す
べ
て
鮮
明
で
あ
る
こ
と
を
言
う
。『
白
虎
通
義
』「
五
行
」
に
「
三
月
謂
之

姑
洗
何
。
姑
者
故
也
。
洗
者
鮮
也
。
言
萬
物
皆
去
故
就
其
新
、
莫
不
鮮
明
也
」

（
三
月
之こ

れ

を
姑
洗
と
謂
ふ
は
何
ぞ
や
。
姑
は
故
な
り
。
洗
は
鮮
な
り
。
言
ふ
こ
こ

ろ
は
萬
物
皆
故ふ

る

き
を
去
り
て
其
の
新
し
き
に
就
き
、
鮮
明
な
ら
ざ
る
は
莫な

き
な

り
）
と
あ
り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。

蕤
賓

○
安
靖
神
人
、
獻
酬
交
酢

　
　「
安
靖
」
は
や
す
ん
ず
る
こ
と
。「
獻
酬
」
も
「
交

酢
」
も
杯
を
や
り
と
り
す
る
こ
と
。「
酬
」「
酢
」
は
受
け
た
酒
杯
を
返
す
こ
と
。
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蕤
賓
が
神
と
人
と
の
心
を
安
ん
じ
、
酒
を
酌
み
交
わ
す
音
で
あ
る
こ
と
を
言
う
。

『
國
語
』「
周
語
下
」
に
「
四
曰
蕤
賓
、
所
以
安
靖
神
人
、
獻
酬
交
酢
也
」（
四
に

曰
く
蕤
賓
、
神
人
を
安
靖
し
て
、
獻
酬
し
交
酢
す
る
所
以
な
り
）
と
あ
り
、
本
條

は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。
こ
の
箇
所
の
韋
昭
注
に
「
蕤
委
隨
、
柔
貌
也
。
言
陰

氣
爲
主
、
委
蕤
於
下
、
陽
氣
盛
長
於
上
、
有
似
於
賓
主
、
故
可
用
之
宗
廟
。
賓

客
、
以
安
靜
神
人
、
行
酬
酢
也
。
酬
勸
、
酢
報
也
」（
蕤
は
委
隨
、
柔
の
貌さ

ま

な

り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陰
氣
主
と
爲な

り
て
、
下
に
委
蕤
し
、
陽
氣
上
に
盛
長
し
て
、

賓
主
に
似
る
有
り
、
故
に
之こ

れ

を
宗
廟
に
用
ゐ
る
べ
し
。
賓
客
、
以
て
神
人
を
安
靜

に
し
、
酬
酢
を
行
ふ
な
り
。
酬
は
勸
、
酢
は
報
な
り
）
と
あ
る
。

○
陰
氣
幼
少
、
故
曰
蕤
。
萎
陽
不
用
事
、
故
曰
賓

　
　「
萎
」
は
な
え
る
、
し
な

び
る
。「
用
事
」
は
物
事
を
執
行
す
る
こ
と
、
活
動
す
る
こ
と
。「
蕤
賓
」
の

「
蕤
」
は
陰
の
氣
が
ま
だ
幼
い
こ
と
か
ら
、「
賓
」
は
陰
の
氣
が
弱
く
活
動
し
な
い

こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
來
て
い
る
こ
と
を
言
う
。『
史
記
』
卷
二
十
五
「
律
書
第

三
」
に
「
五
月
也
。
律
中
蕤
賓
。
蕤
賓
者
、
言
陰
氣
幼
少
、
故
曰
蕤
。
痿
陽
不
用

事
、
故
曰
賓
」（
五
月
な
り
。
律
は
蕤
賓
に
中あ

た
る
。
蕤
賓
は
、
陰
氣
の
幼
少
な

る
を
言
ふ
。
故
に
蕤
と
曰
ふ
。
痿
陽
事
を
用
ゐ
ず
、
故
に
賓
と
曰
ふ
）
と
あ
り
、

本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。

○
蕤
繼
也
。
賓
導
也
。
言
陽
始
導
陰
氣
、
使
繼
萬
物
也

　
　「
蕤
賓
」
を
「
蕤
＝

繼
」、「
賓
＝
導
」
と
解
し
、
そ
の
意
味
を
陽
の
氣
が
陰
の
氣
を
導
き
、
物
の
育
成

を
引
き
繼
が
せ
る
こ
と
と
解
い
て
い
る
。『
漢
書
』
卷
二
十
一
上
「
律
暦
志
上
」

に
「
蕤
賓
。
蕤
繼
也
。
賔
導
也
。
言
陽
始
導
陰
氣
、
使
繼
養
物
也
。
位
於
午
、
在

五
月
」（
蕤
賓
。
蕤
は
繼
な
り
。
賔
は
導
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陽
始
め
て
陰
氣

を
導
き
、
養
物
を
繼
が
し
む
る
な
り
。
午
に
位
し
、
五
月
に
在
り
）
と
あ
り
、
本

條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。『
詞
源
』
諸
本
は
「
萬
物
」
に
作
る
が
、
疏
證
本

は
『
漢
書
』
本
文
に
準
じ
て
「
養
物
」
に
改
め
て
い
る
。

○
蕤
者
下
也
。
賓
者
敬
也
。
言
陽
氣
上
極
、
陰
氣
始
。
賓
敬
也

　
　蕤
賓
の

「
蕤
」
は
下
る
、「
賓
」
は
敬
う
。
陽
の
氣
が
上
り
極
ま
り
、
陰
の
氣
が
始
ま
る
ゆ

え
に
、
陰
の
氣
が
陽
の
氣
を
敬
う
こ
と
を
言
う
。『
白
虎
通
義
』「
五
行
」
に
「
五

月
謂
之
蕤
賓
何
。
蕤
者
下
也
。
賓
者
敬
也
。
言
陽
氣
上
極
、
陰
氣
始
起
、
故
賓
敬

之
也
」（
五
月
之
を
蕤
賓
と
謂
ふ
は
何
ぞ
や
。
蕤
は
下
る
な
り
。
賓
は
敬
ふ
な

り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陽
氣
上
り
極
ま
り
て
、
陰
氣
始
め
て
起
こ
り
、
故
に
之こ

れ

を
賓

敬
す
る
な
り
）
と
あ
り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。『
詞
源
』
本
文
は

「
陰
氣
始
。
賓
敬
也
」
に
作
る
が
、
疏
證
本
は
『
白
虎
通
義
』
本
文
に
準
じ
て

「
陰
氣
始
起
、
故
賓
敬
之
也
」
に
改
め
て
い
る
。

夷
則

○
所
以
詠
歌
九
則
、
平
民
無
貳
也

　
　九
則
は
九
功
（
水
・
火
・
金
・
木
・
土
・

穀
・
正
德
・
利
用
・
厚
生
）
の
法
則
。
貳
は
あ
や
ま
ち
。
夷
則
が
九
則
を
詠
歌

し
、
民
を
平
安
に
し
て
あ
や
ま
ち
が
な
い
よ
う
に
す
る
音
で
あ
る
こ
と
を
言
う
。

『
國
語
』「
周
語
下
」
に
「
五
曰
夷
則
、
所
以
詠
歌
九
則
平
民
無
貳
也
」（
五
に
曰

く
夷
則
、
九
則
を
詠
歌
し
、
民
を
平
げ
て
貳

あ
や
ま
ち

無
か
ら
し
む
る
所
以
な
り
）
と
あ

り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。
韋
昭
の
注
に
「
夷
平
也
。
則
法
也
。
言
萬

物
既
成
、
可
法
則
也
。
故
可
以
詠
歌
九
功
之
則
、
成
民
之
志
、
使
無
疑
貳
也
」

（
夷
は
平た

い

ら
ぐ
る
な
り
。
則
は
法
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
萬
物
既
に
成
り
て
、

法の
つ
と則
る
可
き
な
り
。
故
に
以
て
九
功
の
則
を
詠
歌
し
、
民
の
志
を
成
す
可
く
、
疑

貳
無
か
ら
し
む
る
な
り
）
と
あ
る
。

○
言
陰
氣
之
賊
萬
物
也

　
　「
賊
」
は
そ
こ
な
う
、
や
ぶ
る
。『
史
記
』
卷
二
十
五

「
律
書
第
三
」
に
「
七
月
也
。
律
中
夷
則
。
夷
則
、
言
陰
氣
之
賊
萬
物
也
。
其
於
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蕤
賓
が
神
と
人
と
の
心
を
安
ん
じ
、
酒
を
酌
み
交
わ
す
音
で
あ
る
こ
と
を
言
う
。

『
國
語
』「
周
語
下
」
に
「
四
曰
蕤
賓
、
所
以
安
靖
神
人
、
獻
酬
交
酢
也
」（
四
に

曰
く
蕤
賓
、
神
人
を
安
靖
し
て
、
獻
酬
し
交
酢
す
る
所
以
な
り
）
と
あ
り
、
本
條

は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。
こ
の
箇
所
の
韋
昭
注
に
「
蕤
委
隨
、
柔
貌
也
。
言
陰

氣
爲
主
、
委
蕤
於
下
、
陽
氣
盛
長
於
上
、
有
似
於
賓
主
、
故
可
用
之
宗
廟
。
賓

客
、
以
安
靜
神
人
、
行
酬
酢
也
。
酬
勸
、
酢
報
也
」（
蕤
は
委
隨
、
柔
の
貌さ

ま

な

り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陰
氣
主
と
爲な

り
て
、
下
に
委
蕤
し
、
陽
氣
上
に
盛
長
し
て
、

賓
主
に
似
る
有
り
、
故
に
之こ

れ

を
宗
廟
に
用
ゐ
る
べ
し
。
賓
客
、
以
て
神
人
を
安
靜

に
し
、
酬
酢
を
行
ふ
な
り
。
酬
は
勸
、
酢
は
報
な
り
）
と
あ
る
。

○
陰
氣
幼
少
、
故
曰
蕤
。
萎
陽
不
用
事
、
故
曰
賓

　
　「
萎
」
は
な
え
る
、
し
な

び
る
。「
用
事
」
は
物
事
を
執
行
す
る
こ
と
、
活
動
す
る
こ
と
。「
蕤
賓
」
の

「
蕤
」
は
陰
の
氣
が
ま
だ
幼
い
こ
と
か
ら
、「
賓
」
は
陰
の
氣
が
弱
く
活
動
し
な
い

こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
來
て
い
る
こ
と
を
言
う
。『
史
記
』
卷
二
十
五
「
律
書
第

三
」
に
「
五
月
也
。
律
中
蕤
賓
。
蕤
賓
者
、
言
陰
氣
幼
少
、
故
曰
蕤
。
痿
陽
不
用

事
、
故
曰
賓
」（
五
月
な
り
。
律
は
蕤
賓
に
中あ

た
る
。
蕤
賓
は
、
陰
氣
の
幼
少
な

る
を
言
ふ
。
故
に
蕤
と
曰
ふ
。
痿
陽
事
を
用
ゐ
ず
、
故
に
賓
と
曰
ふ
）
と
あ
り
、

本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。

○
蕤
繼
也
。
賓
導
也
。
言
陽
始
導
陰
氣
、
使
繼
萬
物
也

　
　「
蕤
賓
」
を
「
蕤
＝

繼
」、「
賓
＝
導
」
と
解
し
、
そ
の
意
味
を
陽
の
氣
が
陰
の
氣
を
導
き
、
物
の
育
成

を
引
き
繼
が
せ
る
こ
と
と
解
い
て
い
る
。『
漢
書
』
卷
二
十
一
上
「
律
暦
志
上
」

に
「
蕤
賓
。
蕤
繼
也
。
賔
導
也
。
言
陽
始
導
陰
氣
、
使
繼
養
物
也
。
位
於
午
、
在

五
月
」（
蕤
賓
。
蕤
は
繼
な
り
。
賔
は
導
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陽
始
め
て
陰
氣

を
導
き
、
養
物
を
繼
が
し
む
る
な
り
。
午
に
位
し
、
五
月
に
在
り
）
と
あ
り
、
本

條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。『
詞
源
』
諸
本
は
「
萬
物
」
に
作
る
が
、
疏
證
本

は
『
漢
書
』
本
文
に
準
じ
て
「
養
物
」
に
改
め
て
い
る
。

○
蕤
者
下
也
。
賓
者
敬
也
。
言
陽
氣
上
極
、
陰
氣
始
。
賓
敬
也

　
　蕤
賓
の

「
蕤
」
は
下
る
、「
賓
」
は
敬
う
。
陽
の
氣
が
上
り
極
ま
り
、
陰
の
氣
が
始
ま
る
ゆ

え
に
、
陰
の
氣
が
陽
の
氣
を
敬
う
こ
と
を
言
う
。『
白
虎
通
義
』「
五
行
」
に
「
五

月
謂
之
蕤
賓
何
。
蕤
者
下
也
。
賓
者
敬
也
。
言
陽
氣
上
極
、
陰
氣
始
起
、
故
賓
敬

之
也
」（
五
月
之
を
蕤
賓
と
謂
ふ
は
何
ぞ
や
。
蕤
は
下
る
な
り
。
賓
は
敬
ふ
な

り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陽
氣
上
り
極
ま
り
て
、
陰
氣
始
め
て
起
こ
り
、
故
に
之こ

れ

を
賓

敬
す
る
な
り
）
と
あ
り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。『
詞
源
』
本
文
は

「
陰
氣
始
。
賓
敬
也
」
に
作
る
が
、
疏
證
本
は
『
白
虎
通
義
』
本
文
に
準
じ
て

「
陰
氣
始
起
、
故
賓
敬
之
也
」
に
改
め
て
い
る
。

夷
則

○
所
以
詠
歌
九
則
、
平
民
無
貳
也

　
　九
則
は
九
功
（
水
・
火
・
金
・
木
・
土
・

穀
・
正
德
・
利
用
・
厚
生
）
の
法
則
。
貳
は
あ
や
ま
ち
。
夷
則
が
九
則
を
詠
歌

し
、
民
を
平
安
に
し
て
あ
や
ま
ち
が
な
い
よ
う
に
す
る
音
で
あ
る
こ
と
を
言
う
。

『
國
語
』「
周
語
下
」
に
「
五
曰
夷
則
、
所
以
詠
歌
九
則
平
民
無
貳
也
」（
五
に
曰

く
夷
則
、
九
則
を
詠
歌
し
、
民
を
平
げ
て
貳

あ
や
ま
ち

無
か
ら
し
む
る
所
以
な
り
）
と
あ

り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。
韋
昭
の
注
に
「
夷
平
也
。
則
法
也
。
言
萬

物
既
成
、
可
法
則
也
。
故
可
以
詠
歌
九
功
之
則
、
成
民
之
志
、
使
無
疑
貳
也
」

（
夷
は
平た

い

ら
ぐ
る
な
り
。
則
は
法
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
萬
物
既
に
成
り
て
、

法の
つ
と則
る
可
き
な
り
。
故
に
以
て
九
功
の
則
を
詠
歌
し
、
民
の
志
を
成
す
可
く
、
疑

貳
無
か
ら
し
む
る
な
り
）
と
あ
る
。

○
言
陰
氣
之
賊
萬
物
也

　
　「
賊
」
は
そ
こ
な
う
、
や
ぶ
る
。『
史
記
』
卷
二
十
五

「
律
書
第
三
」
に
「
七
月
也
。
律
中
夷
則
。
夷
則
、
言
陰
氣
之
賊
萬
物
也
。
其
於
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十
二
子
爲
申
。
申
者
言
陰
用
事
、
申
賊
萬
物
、
故
曰
申
」（
七
月
な
り
。
律
は
夷

則
に
中
る
。
夷
則
は
、
陰
氣
の
萬
物
を
賊そ

こ

な
ふ
を
言
ふ
な
り
。
其
の
十
二
子
に
於

け
る
や
申
爲た

り
。
申
な
る
者
は
陰
の
事
を
用
ゐ
、
萬
物
を
申
賊
す
る
を
言
ふ
。
故

に
申
と
曰
ふ
）
と
あ
り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。

○
則
法
也
。
言
陽
氣
正
法
度
、
使
陰
氣
夷
當
傷
之
物
也

　
　「
法
度
」
は
お
き

て
、
法
と
制
度
。「
夷
則
」
の
「
則
」
を
「
法
」
と
解
し
、
そ
の
意
味
を
陽
の
氣

が
お
き
て
を
正
し
、
陰
の
氣
に
こ
わ
す
べ
き
も
の
を
こ
わ
さ
せ
る
こ
と
と
解
い
て

い
る
。『
漢
書
』
卷
二
十
一
上
「
律
暦
志
上
」
に
「
夷
則
。
則
法
也
。
言
陽
氣
正

法
度
而
使
陰
氣
夷
當
傷
之
物
也
。
位
於
申
、
在
七
月
」（
夷
則
。
則
は
法
な
り
。

言
ふ
こ
こ
ろ
は
陽
氣
法
度
を
正
し
て
陰
氣
を
し
て
當ま

さ

に
傷
つ
く
る
べ
き
の
物
を

夷そ
こ
なな
は
し
む
る
な
り
。
申
に
位
し
、
七
月
に
在
り
）
と
あ
り
、
本
條
は
こ
れ
を

踏
ま
え
た
も
の
。
顏
師
古
の
注
に
「
夷
亦
傷
」（
夷
は
亦
傷そ

こ

な
ふ
な
り
）
と
あ
る
。

○
夷
傷
也
。
則
法
也
。
萬
物
始
傷
、
被
刑
法
也

　
　夷
則
の
「
則
」
は
法
、
お
き

て
。
萬
物
が
初
め
て
傷そ

こ

（
夷
）
な
わ
れ
、
刑
罰
の
規
定
を
受
け
る
こ
と
を
言
う
。

『
白
虎
通
義
』「
五
行
」
に
「
七
月
謂
之
夷
則
何
。
夷
傷
也
。
則
法
也
。
言
萬
物
始

傷
、
被
刑
法
也
」（
七
月
之こ

れ

を
夷
則
と
謂
ふ
は
何
ぞ
や
。
夷
は
傷
な
り
。
則
は
法

な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
萬
物
始
め
て
傷
な
は
れ
、
刑
法
を
被か

う
むる
な
り
）。

無
射

○
所
以
宣
布
哲
人
之
令
德
、
示
民
軌
儀
也

　
　軌
儀
は
手
本
、
守
る
べ
き
道
義
。

無
射
が
、
先
哲
の
美
德
を
廣
く
知
ら
せ
、
民
に
正
し
い
道
を
示
す
音
で
あ
る
こ
と

を
言
う
。『
國
語
』「
周
語
下
」
に
「
六
曰
無
射
、
所
以
宣
布
哲
人
之
令
德
示
民
軌

儀
也
」（
六
に
曰
く
無
射
、
哲
人
の
令
德
を
宣
布
し
、
民
に
軌
儀
を
示
す
所
以
な

り
）
と
あ
り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。
韋
昭
の
注
に
「
宣
徧
也
。
軌
道

也
。
儀
法
也
。
九
月
陽
氣
上
升
、
陰
氣
收
藏
、
萬
物
無
射
見
者
、
故
可
以
徧
布
前

哲
之
令
德
、
示
民
道
法
也
」（
宣
は
徧
な
り
。
軌
は
道
な
り
。
儀
は
法
な
り
。
九

月
陽
氣
は
上
升
し
、
陰
氣
は
收
藏
し
、
萬
物
射い

と

ひ
見
る
者
無
し
、
故
に
以
て
前
哲

の
令
德
を
徧
布
し
、
民
に
道
法
を
示
す
べ
き
な
り
）
と
あ
る
。

　『
詞
源
』
の
「
無
射
」
の
項
で
は
、
本
文
で
こ
の
『
國
語
』
を
引
く
の
み
で
あ

る
が
、
他
の
律
呂
の
項
目
が
全
て
『
國
語
』『
史
記
』『
漢
書
』『
白
虎
通
義
』
を

引
く
こ
と
か
ら
、
蔡
楨
は
疏
證
本
に
お
い
て
『
史
記
』『
漢
書
』『
白
虎
通
義
』
の

該
當
す
る
箇
所
を
補
っ
て
い
る
。
叢
編
本
甲
乙
も
こ
れ
に
從
う
。
疏
證
本
が
補
う

箇
所
の
出
典
は
以
下
の
通
り
。

『
史
記
』
卷
二
十
五
「
律
書
第
三
」、「
九
月
也
。
律
中
無
射
。
無
射
者
、
陰
氣
盛

用
事
、
陽
氣
無
餘
也
。
故
曰
無
射
。
其
於
十
二
子
爲
戌
。
戌
者
、
言
萬
物
盡
滅
。

故
曰
戌
」（
九
月
な
り
。
律
は
無
射
に
中
る
。
無
射
は
、
陰
氣
盛
ん
に
事
を
用

ゐ
、
陽
氣
餘
無
き
な
り
。
故
に
無
射
と
曰
ふ
。
其
の
十
二
子
に
於
け
る
や
戌
爲

り
。
戌
は
、
萬
物
盡
く
滅
す
る
を
言
ふ
。
故
に
戊
と
曰
ふ
）

『
漢
書
』
卷
二
十
一
上
「
律
暦
志
上
」、「
亡
射
。
射
厭
也
。
言
陽
氣
究
物
而
使
陰

氣
畢
剥
落
之
、
終
而
復
始
、
亡
厭
已
也
。
位
於
戌
，
在
九
月
」（
亡
射
。
射
は
厭

な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陽
氣
物
を
究
め
て
陰
氣
を
し
て
畢つ

ひ
に
之こ
れ

を
剥
落
し
、
終つ
ひ

に
し
て
復
た
始
ま
り
、
亡
厭
す
る
こ
と
已や

ま
し
む
る
な
り
。
戌
に
位
し
，
九
月
に

在
り
）。

『
白
虎
通
義
』「
五
行
」、「
九
月
謂
之
無
射
何
。
射
者
終
也
。
言
萬
物
隨
陽
而
終
、

當
復
隨
陰
而
起
、
無
有
終
已
也
」（
九
月
之こ

れ

を
無
射
と
謂
ふ
は
何
ぞ
や
。
射
は
終

な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
萬
物
陽
に
隨
ひ
て
終
は
れ
ば
、
當
に
復
た
陰
に
隨
ひ
て
起

こ
る
べ
く
、
終つ

ひ

に
已や

む
こ
と
有
る
無
き
な
り
）。
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大
呂

○
助
宣
物
也

　
　宣
は
の
べ
る
、
ひ
ろ
め
る
。
宣
物
は
物
の
成
長
す
る
こ
と
。
大

呂
が
萬
物
の
成
長
を
助
け
る
音
で
あ
る
こ
と
を
言
う
。『
國
語
』「
周
語
下
」
に

「
元
間
大
呂
、
助
宣
物
也
」（
元
間
は
大
呂
、
物
を
宣
す
る
を
助
く
る
な
り
）
と
あ

り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。「
元
間
」
は
六
呂
＝
六
間
の
最
初
の
音
を

指
す
。
本
譯
注
（
２
）「
陽
律
陰
呂
合
聲
圖
」（『
文
化
科
学
研
究
』
22
所
收
）
の

「
元
間
」
注
を
參
照
。

○
呂
旅
也
。
言
陰
氣
大
旅
助
黄
鍾
。
宣
氣
而
牙
物
也

　
　「
大
呂
」
の
「
呂
」
を

「
旅
」
と
解
し
、
そ
の
意
味
を
、
陰
の
氣
が
大
い
に
黄
鍾
を
助
け
、
氣
を
ひ
ろ
め

て
萬
物
を
め
ば
え
さ
せ
る
こ
と
と
解
い
て
い
る
。『
漢
書
』
卷
二
十
一
上
「
律
暦

志
上
」
に
「
大
呂
。
呂
旅
也
。
言
陰
大
旅
助
黃
鍾
、
宣
氣
而
牙
物
也
。
位
於
丑
、

在
十
二
月
」（
大
呂
。
呂
は
旅
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陰
大
い
に
黃
鍾
を
旅
助

し
、
氣
を
宣
べ
て
物
を
牙め

ば
え
し
む
る
な
り
。
丑
に
位
し
、
十
二
月
に
在
り
）
と

あ
り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。

　「
無
射
」
の
項
と
同
樣
、『
詞
源
』
本
文
は
『
國
語
』『
漢
書
』
を
引
く
の
み
。

疏
證
本
・
叢
編
本
は
他
の
項
目
に
倣
っ
て
『
史
記
』『
白
虎
通
義
』
の
該
當
箇
所

を
補
う
。
そ
の
補
う
箇
所
の
出
典
は
以
下
の
通
り
。

『
史
記
』
卷
二
十
五
「
律
書
第
三
」、「
十
二
月
也
。
律
中
大
呂
。
大
呂
者
、
其
於

十
二
子
爲
丑
」（
十
二
月
な
り
。
律
は
大
呂
に
中
る
。
大
呂
は
、
其
の
十
二
子
に

於
け
る
や
丑
爲た

り
）。
ま
た
『
史
記
正
義
』
に
は
「
案
此
下
闕
文
。
或
一
本
云
、

丑
者
紐
也
。
言
陽
氣
在
上
未
降
、
萬
物
厄
紐
未
敢
出
也
」（
案
ず
る
に
此
の
下
文

を
闕
く
。
或
る
一
本
云
ふ
、
丑
は
紐
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陽
氣
上
に
在
り
て
未

だ
降
り
ず
、
萬
物
紐
を
厄つ

な

ぎ
て
未
だ
敢
へ
て
出
で
ざ
る
な
り
）
と
あ
る
。

『
白
虎
通
義
』「
五
行
」、「
十
二
月
律
謂
之
大
呂
何
。
大
大
也
。
呂
者
拒
也
。
言
陽

氣
欲
出
、
陰
不
許
也
。
呂
之
爲
言
拒
也
、
旅
抑
拒
難
之
也
」（
十
二
月
の
律
之こ

れ

を

大
呂
と
謂
ふ
は
何
ぞ
や
。
大
は
大
な
り
。
呂
は
拒
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陽
氣
出

で
ん
と
欲
し
、
陰
許
さ
ざ
る
な
り
。
呂
の
言
爲た

る
は
拒
な
り
、
旅
は
抑そ
も
そも
之こ
れ

を
拒

難
す
る
な
り
）。

夾
鍾

○
出
四
隙
之
細
也

　
　四
隙
は
四
時
（
春
夏
秋
冬
）
の
あ
い
だ
の
微
細
な
氣
。
夾

鍾
（
二
月
の
律
呂
）
が
、
春
に
夏
秋
冬
の
元
と
な
る
微
細
な
氣
を
放
出
す
る
音
で

あ
る
こ
と
を
言
う
。『
國
語
』「
周
語
下
」
に
「
二
間
夾
鍾
、
出
四
隙
之
細
也
」

（
二
間
は
夾
鍾
、
四
隙
の
細
き
を
出
す
な
り
）
と
あ
り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え

た
も
の
。
韋
昭
の
注
に
「
隙
閒
也
。
夾
鍾
助
陽
。
鍾
聚
也
。
四
隙
、
四
時
之
閒
氣

微
細
者
。
春
爲
陽
中
、
萬
物
始
生
、
四
時
之
微
氣
皆
始
於
春
。
春
發
而
出
之
、
三

時
奉
而
成
之
、
故
夾
鍾
出
四
時
之
微
氣
也
」（
隙
は
閒
な
り
。
夾
鍾
陽
を
助
く
。

鍾
は
聚
な
り
。
四
隙
は
、
四
時
の
閒
に
氣
の
微
細
な
る
者
。
春
は
陽
中
爲た

り
、
萬

物
始
め
て
生
じ
、
四
時
の
微
氣
皆
春
に
始
ま
る
。
春
發
し
て
之こ

れ

を
出
し
、
三
時
奉

じ
て
之こ

れ

を
成
す
、
故
に
夾
鍾
四
時
の
微
氣
を
出
す
な
り
）
と
あ
る
。

○
言
陰
陽
相
夾
厠
也

　
　「
夾
」
は
は
さ
む
。「
廁
」
は
ま
じ
わ
る
、
ま
じ
る
。

『
史
記
』
卷
二
十
五
「
律
書
第
三
」
に
「
二
月
也
。
律
中
夾
鍾
。
夾
鍾
者
、
言
陰

陽
相
夾
廁
也
。
其
於
十
二
子
爲
卯
。
卯
之
爲
言
茂
也
。
言
萬
物
茂
也
。
其
於
十
母

爲
甲
乙
。
甲
者
言
萬
物
剖
符
甲
而
出
也
。
乙
者
言
萬
物
生
軋
軋
也
」（
二
月
な

り
。
律
は
夾
鍾
に
中
る
。
夾
鍾
は
、
陰
陽
の
相あ

ひ

夾け
ふ

廁し

す
る
を
言
ふ
な
り
。
其
の
十

二
子
に
於
け
る
や
卯
爲た

り
。
卯
の
言
爲た

る
や
茂
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
萬
物
茂
る

な
り
。
其
の
十
母
に
於
け
る
や
甲
乙
爲た

り
。
甲
は
萬
物
の
符
甲
を
剖さ

き
て
出
づ
る

を
言
ふ
な
り
。
乙
は
萬
物
の
生
じ
て
軋
軋
た
る
を
言
ふ
な
り
）
と
あ
り
、
本
條
は
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大
呂

○
助
宣
物
也

　
　宣
は
の
べ
る
、
ひ
ろ
め
る
。
宣
物
は
物
の
成
長
す
る
こ
と
。
大

呂
が
萬
物
の
成
長
を
助
け
る
音
で
あ
る
こ
と
を
言
う
。『
國
語
』「
周
語
下
」
に

「
元
間
大
呂
、
助
宣
物
也
」（
元
間
は
大
呂
、
物
を
宣
す
る
を
助
く
る
な
り
）
と
あ

り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。「
元
間
」
は
六
呂
＝
六
間
の
最
初
の
音
を

指
す
。
本
譯
注
（
２
）「
陽
律
陰
呂
合
聲
圖
」（『
文
化
科
学
研
究
』
22
所
收
）
の

「
元
間
」
注
を
參
照
。

○
呂
旅
也
。
言
陰
氣
大
旅
助
黄
鍾
。
宣
氣
而
牙
物
也

　
　「
大
呂
」
の
「
呂
」
を

「
旅
」
と
解
し
、
そ
の
意
味
を
、
陰
の
氣
が
大
い
に
黄
鍾
を
助
け
、
氣
を
ひ
ろ
め

て
萬
物
を
め
ば
え
さ
せ
る
こ
と
と
解
い
て
い
る
。『
漢
書
』
卷
二
十
一
上
「
律
暦

志
上
」
に
「
大
呂
。
呂
旅
也
。
言
陰
大
旅
助
黃
鍾
、
宣
氣
而
牙
物
也
。
位
於
丑
、

在
十
二
月
」（
大
呂
。
呂
は
旅
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陰
大
い
に
黃
鍾
を
旅
助

し
、
氣
を
宣
べ
て
物
を
牙め

ば
え
し
む
る
な
り
。
丑
に
位
し
、
十
二
月
に
在
り
）
と

あ
り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。

　「
無
射
」
の
項
と
同
樣
、『
詞
源
』
本
文
は
『
國
語
』『
漢
書
』
を
引
く
の
み
。

疏
證
本
・
叢
編
本
は
他
の
項
目
に
倣
っ
て
『
史
記
』『
白
虎
通
義
』
の
該
當
箇
所

を
補
う
。
そ
の
補
う
箇
所
の
出
典
は
以
下
の
通
り
。

『
史
記
』
卷
二
十
五
「
律
書
第
三
」、「
十
二
月
也
。
律
中
大
呂
。
大
呂
者
、
其
於

十
二
子
爲
丑
」（
十
二
月
な
り
。
律
は
大
呂
に
中
る
。
大
呂
は
、
其
の
十
二
子
に

於
け
る
や
丑
爲た

り
）。
ま
た
『
史
記
正
義
』
に
は
「
案
此
下
闕
文
。
或
一
本
云
、

丑
者
紐
也
。
言
陽
氣
在
上
未
降
、
萬
物
厄
紐
未
敢
出
也
」（
案
ず
る
に
此
の
下
文

を
闕
く
。
或
る
一
本
云
ふ
、
丑
は
紐
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陽
氣
上
に
在
り
て
未

だ
降
り
ず
、
萬
物
紐
を
厄つ

な

ぎ
て
未
だ
敢
へ
て
出
で
ざ
る
な
り
）
と
あ
る
。

『
白
虎
通
義
』「
五
行
」、「
十
二
月
律
謂
之
大
呂
何
。
大
大
也
。
呂
者
拒
也
。
言
陽

氣
欲
出
、
陰
不
許
也
。
呂
之
爲
言
拒
也
、
旅
抑
拒
難
之
也
」（
十
二
月
の
律
之こ

れ

を

大
呂
と
謂
ふ
は
何
ぞ
や
。
大
は
大
な
り
。
呂
は
拒
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陽
氣
出

で
ん
と
欲
し
、
陰
許
さ
ざ
る
な
り
。
呂
の
言
爲た

る
は
拒
な
り
、
旅
は
抑そ
も
そも
之こ
れ

を
拒

難
す
る
な
り
）。

夾
鍾

○
出
四
隙
之
細
也

　
　四
隙
は
四
時
（
春
夏
秋
冬
）
の
あ
い
だ
の
微
細
な
氣
。
夾

鍾
（
二
月
の
律
呂
）
が
、
春
に
夏
秋
冬
の
元
と
な
る
微
細
な
氣
を
放
出
す
る
音
で

あ
る
こ
と
を
言
う
。『
國
語
』「
周
語
下
」
に
「
二
間
夾
鍾
、
出
四
隙
之
細
也
」

（
二
間
は
夾
鍾
、
四
隙
の
細
き
を
出
す
な
り
）
と
あ
り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え

た
も
の
。
韋
昭
の
注
に
「
隙
閒
也
。
夾
鍾
助
陽
。
鍾
聚
也
。
四
隙
、
四
時
之
閒
氣

微
細
者
。
春
爲
陽
中
、
萬
物
始
生
、
四
時
之
微
氣
皆
始
於
春
。
春
發
而
出
之
、
三

時
奉
而
成
之
、
故
夾
鍾
出
四
時
之
微
氣
也
」（
隙
は
閒
な
り
。
夾
鍾
陽
を
助
く
。

鍾
は
聚
な
り
。
四
隙
は
、
四
時
の
閒
に
氣
の
微
細
な
る
者
。
春
は
陽
中
爲た

り
、
萬

物
始
め
て
生
じ
、
四
時
の
微
氣
皆
春
に
始
ま
る
。
春
發
し
て
之こ

れ

を
出
し
、
三
時
奉

じ
て
之こ

れ

を
成
す
、
故
に
夾
鍾
四
時
の
微
氣
を
出
す
な
り
）
と
あ
る
。

○
言
陰
陽
相
夾
厠
也

　
　「
夾
」
は
は
さ
む
。「
廁
」
は
ま
じ
わ
る
、
ま
じ
る
。

『
史
記
』
卷
二
十
五
「
律
書
第
三
」
に
「
二
月
也
。
律
中
夾
鍾
。
夾
鍾
者
、
言
陰

陽
相
夾
廁
也
。
其
於
十
二
子
爲
卯
。
卯
之
爲
言
茂
也
。
言
萬
物
茂
也
。
其
於
十
母

爲
甲
乙
。
甲
者
言
萬
物
剖
符
甲
而
出
也
。
乙
者
言
萬
物
生
軋
軋
也
」（
二
月
な

り
。
律
は
夾
鍾
に
中
る
。
夾
鍾
は
、
陰
陽
の
相あ

ひ

夾け
ふ

廁し

す
る
を
言
ふ
な
り
。
其
の
十

二
子
に
於
け
る
や
卯
爲た

り
。
卯
の
言
爲た

る
や
茂
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
萬
物
茂
る

な
り
。
其
の
十
母
に
於
け
る
や
甲
乙
爲た

り
。
甲
は
萬
物
の
符
甲
を
剖さ

き
て
出
づ
る

を
言
ふ
な
り
。
乙
は
萬
物
の
生
じ
て
軋
軋
た
る
を
言
ふ
な
り
）
と
あ
り
、
本
條
は
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こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。

○
言
陰
氣
夾
助
太
簇
、
宣
四
方
之
氣
而
出
種
物
也

　
　「
夾
助
」
は
た
す
け
る
こ

と
、「
種
物
」
は
た
ね
、
萬
物
の
も
と
。「
夾
鍾
」
の
意
味
を
、
太
簇
が
四
方
の
氣

を
行
き
わ
た
ら
せ
て
、
種
を
生
み
出
す
の
を
助
け
る
こ
と
と
解
い
て
い
る
。『
漢

書
』
卷
二
十
一
上
「
律
暦
志
上
」
に
「
夾
鍾
。
言
陰
夾
助
大
族
宣
四
方
之
氣
而
出

種
物
也
。
位
於
卯
，
在
二
月
」（
夾
鍾
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陰
大
族
の
四
方
の
氣
を

宣
べ
て
種
物
を
出
す
を
夾
助
す
る
な
り
。
卯
に
位
し
、
二
月
に
在
り
）
と
あ
り
、

本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。

　「
無
射
」
の
項
と
同
樣
、『
詞
源
』
本
文
は
『
國
語
』『
史
記
』『
漢
書
』
を
引
く

の
み
。
疏
證
本
・
叢
編
本
は
他
の
項
目
に
倣
っ
て
『
白
虎
通
義
』
の
該
當
箇
所
を

補
う
。
そ
の
補
う
箇
所
の
出
典
は
以
下
の
通
り
。

『
白
虎
通
義
』「
五
行
」、「
二
月
律
謂
之
夾
鐘
何
。
夾
は
孚
甲
な
り
。
言
萬
物
孚

甲
、
種
類
分
也
」（
二
月
の
律
之こ

れ

を
夾
鐘
と
謂
ふ
は
何
ぞ
や
。
夾
は
孚
甲
な
り
。

言
ふ
こ
こ
ろ
は
萬
物
の
孚
甲
は
、
種
類
の
分
な
り
）。

中
呂

○
宣
中
氣
也

　
　中
氣
は
物
の
中
に
お
こ
る
氣
。
仲
呂
が
物
の
中
の
氣
を
外
に
發

散
す
る
音
で
あ
る
こ
と
を
言
う
。『
國
語
』「
周
語
下
」
に
「
三
閒
仲
呂
、
宣
中
氣

也
」（
三
閒
は
仲
呂
、
中
氣
を
宣の

ぶ
る
な
り
）
と
あ
り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え

た
も
の
。
韋
昭
の
注
に
「
陽
氣
越
於
中
、
至
四
月
宣
散
於
外
、
純
乾
用
事
、
陰
閉

藏
於
内
。
所
以
助
陽
成
功
也
。
故
曰
正
月
。
正
月
正
陽
之
月
也
」（
陽
氣
中
に
越お

こ
り
、
至
四
月
に
至
り
て
外
に
宣
散
し
、
純
乾
事
を
用
ゐ
、
陰
内
に
閉
藏
す
。
陽

を
助
け
て
成
功
す
る
所
以
な
り
。
故
に
正
月
と
曰
ふ
。
正
月
は
正
陽
の
月
な
り
）

と
あ
る
。

○
言
萬
物
盡
旅
而
西
行
也

　
　中
呂
の
「
呂
」
は
「
旅
」
に
通
ず
。
萬
物
が
流
轉

し
て
西
に
向
か
う
こ
と
を
言
う
。『
史
記
』
卷
二
十
五
「
律
書
第
三
」
に
「
四
月

也
。
律
中
中
呂
。
中
呂
者
、
言
萬
物
盡
旅
而
西
行
也
。
其
於
十
二
子
爲
巳
。
巳

者
、
言
陽
氣
之
已
盡
也
」（
四
月
な
り
。
律
は
中
呂
に
中
る
。
中
呂
は
、
萬
物
盡

く
旅
し
て
西
行
す
る
を
言
ふ
な
り
。
其
の
十
二
子
に
於
け
る
や
巳
爲た

り
。
巳
は
、

陽
氣
の
已
に
盡
く
る
を
言
ふ
な
り
）
と
あ
り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。

○
言
微
陰
始
起
未
成
、
著
於
其
中
。
旅
助
姑
洗
、
宣
氣
齊
物
也

　
　「
中
呂
」
の

意
味
を
、
か
す
か
な
陰
の
氣
が
起
こ
る
も
未
だ
成
熟
せ
ず
、
中
呂
の
中
が
示
す
ご

と
く
物
の
中
に
あ
ら
わ
れ
て
き
て
、
姑
洗
が
氣
を
ひ
ろ
め
、
萬
物
を
ひ
と
し
く
す

る
の
を
助
け
る
こ
と
と
解
い
て
い
る
。『
漢
書
』
卷
二
十
一
上
「
律
暦
志
上
」
に

「
中
呂
。
言
微
陰
始
起
未
成
、
著
於
其
中
旅
助
姑
洗
宣
氣
齊
物
也
。
位
於
巳
、
在

四
月
」（
中
呂
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
微
陰
始
め
て
起
こ
る
も
未
だ
成
ら
ず
、
其
の
中

に
著あ

ら
はれ
て
姑
洗
の
氣
を
宣の

べ
物
を
齊ひ
と
しく
す
る
を
旅
助
す
る
な
り
。
巳
に
位
し
、
四

月
に
在
り
）
と
あ
り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。

○
言
陽
氣
將
極
中
充
大
也

　
　陽
の
氣
が
こ
れ
か
ら
極
ま
ろ
う
と
し
、
萬
物
の
内

側
が
滿
ち
滿
ち
て
大
き
く
な
る
こ
と
を
言
う
。『
白
虎
通
義
』「
五
行
」
に
「
四
月

謂
之
仲
呂
何
。
言
陽
氣
極
將
、
彼
故
復
中
難
之
也
」
と
あ
り
、
ま
た
『
史
記
正

義
』
に
「
白
虎
通
云
、
言
陽
氣
將
極
、
中
充
大
也
、
故
復
中
言
之
也
」
と
あ
る
。

『
詞
源
』
本
文
は
こ
の
『
史
記
正
義
』
引
く
と
こ
ろ
の
『
白
虎
通
』
の
「
言
陽
氣

將
極
、
中
充
大
也
」（
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陽
氣
將
に
極
ま
ら
ん
と
し
、
中う
ち

充み

ち
て
大

な
る
な
り
）
に
一
致
し
、
こ
ち
ら
の
テ
ク
ス
ト
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
ち
な

み
に
清
の
陳
立
『
白
虎
通
疏
證
』
は
『
史
記
正
義
』
に
從
っ
て
『
白
虎
通
義
』
の

本
文
を
「
四
月
謂
之
仲
呂
何
。
言
陽
氣
將
極
、
中
充
大
也
、
故
復
中
難
之
也
」

（
四
月
之こ

れ

を
仲
呂
と
謂
ふ
は
何
ぞ
や
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陽
氣
將ま
さ

に
極き
は

ま
ら
ん
と
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し
、
中う

ち

充み

ち
て
大
な
る
な
り
、
故
に
復
た
中う
ち

之こ
れ

を
難
し
と
す
る
な
り
）
と
改
め
て

い
る
。
ま
た
、『
淮
南
子
』「
天
問
訓
」
に
「
指
巳
。
巳
則
生
已
定
也
。
律
受
仲

呂
。
仲
呂
者
、
中
充
大
也
」（〈
斗
杓
が
〉
巳
を
指
す
。
巳
は
則
ち
生
已
に
定
ま
る

な
り
。
律
は
仲
呂
を
受
く
。
仲
呂
は
、
中う

ち

の
充み

ち
て
大
な
る
な
り
）
と
あ
る
。

林
鍾

○
和
展
百
事
、
俾
莫
不
任
肅
純
恪
也

　
　和
展
は
や
わ
ら
げ
ひ
ろ
め
る
。
俾
は
使

に
同
じ
。
肅
は
す
み
や
か
、
純
は
大
い
に
、
恪
は
う
や
ま
う
。
林
鍾
が
、
萬
事
を

や
わ
ら
げ
て
廣
め
、
人
が
そ
の
職
務
に
任
じ
、
そ
れ
を
す
み
や
か
に
全
う
し
、
そ

れ
を
大
い
に
う
や
ま
う
よ
う
に
さ
せ
る
音
で
あ
る
こ
と
を
言
う
。『
國
語
』「
周
語

下
」
に
「
四
間
林
鍾
、
和
展
百
事
、
俾
莫
不
任
肅
純
恪
也
」（
四
間
は
林
鍾
、
百

事
を
和
展
し
て
、
任
肅す

み

や
か
に
純お
ほ

い
に
恪う
や
まは
ざ
る
莫
か
ら
俾
む
る
な
り
）
と
あ

り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。
韋
昭
の
注
に
「
林
衆
也
。
言
萬
物
衆
盛

也
。
鍾
聚
也
。
於
正
聲
爲
徴
。
展
審
也
。
俾
使
也
。
肅
速
也
。
純
大
也
。
恪
敬

也
。
言
時
務
和
審
、
百
事
無
有
僞
詐
、
使
莫
不
任
其
職
事
、
速
其
功
、
大
敬
其
職

也
」（
林
は
衆
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
萬
物
衆
盛
た
る
な
り
。
鍾
は
聚
な
り
。
正

聲
に
於
い
て
は
徴
爲た

り
。
展
は
審
な
り
。
俾
は
使
な
り
。
肅
は
速
な
り
。
純
は
大

な
り
。
恪
は
敬
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
時
に
務
め
て
和
審
し
、
百
事
に
僞
詐
有
る

無
く
、
不
其
の
職
事
に
任
じ
、
其
の
功
を
速す

み

や
か
に
し
、
大
い
に
其
の
職
を
敬
は

ざ
る
莫
か
ら
し
む
る
な
り
）
と
あ
る
。

○
林
君
也
。
言
陰
氣
受
任
、
助
蕤
賓
君
主
種
物
、
使
長
大
楙
盛
也

　
　「
林
鍾
」

の
「
林
」
を
「
君
」
と
解
し
、
そ
の
意
味
を
、
陰
の
氣
が
任
務
を
受
け
て
、
蕤
賓

を
助
け
て
君
主
に
萬
物
之
種
を
植
え
て
大
き
く
茂
ら
せ
る
こ
と
と
解
い
て
い
る
。

『
漢
書
』
卷
二
十
一
上
「
律
暦
志
上
」
に
「
林
鐘
。
林
君
也
。
言
陰
氣
受
任
，
助

蕤
賓
君
主
種
物
使
長
大
楙
盛
也
。
位
於
未
、
在
六
月
」（
林
鐘
。
林
は
君
な
り
。

言
ふ
こ
こ
ろ
は
陰
氣
任
を
受
け
，
蕤
賓
君
主
の
物
を
種
う
る
を
助
け
、
長
大
楙
盛

な
ら
し
む
る
な
り
。
未
に
位
し
、
六
月
に
在
り
）
と
あ
り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま

え
た
も
の
。
顏
師
古
の
注
に
「
種
物
、
種
生
之
物
。
楙
古
茂
字
也
」（
種
物
は
生

を
植
う
る
の
物
な
り
。
楙
は
古
の
茂
字
な
り
）
と
あ
る
。

○
言
萬
物
就
隕
、
氣
林
林
然

　
　「
隕
」
は
枯
れ
る
、
死
ぬ
。「
林
林
然
」
は
多
い

さ
ま
、
盛
ん
な
さ
ま
。
萬
物
が
死
に
就
か
ん
と
す
る
直
前
に
熟
し
て
盛
ん
に
な
る

こ
と
を
言
う
。『
史
記
』
卷
二
十
五
「
律
書
第
三
」
に
「
六
月
也
。
律
中
林
鍾
。

林
鍾
者
、
言
萬
物
就
死
氣
林
林
然
。
其
於
十
二
子
爲
未
。
未
者
、
言
萬
物
皆
成
、

有
滋
味
也
」（
六
月
な
り
。
律
は
林
鍾
に
中あ

た

る
。
林
鍾
は
、
萬
物
死
に
就
く
も
氣

林
林
然
た
る
を
言
ふ
。
其
の
十
二
子
に
於
け
る
や
未
爲た

り
。
未
は
、
萬
物
皆
成
り

て
、
滋
味
有
る
を
言
ふ
な
り
）
と
あ
り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。「
就

死
」
は
『
詞
源
』
諸
本
で
は
「
就
隕
」
に
作
る
。

○
林
者
衆
也
。
言
萬
物
成
就
、
種
類
多
也

　
　林
鍾
の
「
林
」
は
衆お

お

い
。
萬
物
が

成
就
し
、
そ
の
種
類
が
多
い
こ
と
を
言
う
。『
白
虎
通
義
』「
五
行
」
に
「
六
月
謂

之
林
鐘
何
。
林
者
衆
也
。
萬
物
成
熟
、
種
類
衆
多
」（
六
月
之こ

れ

を
林
鐘
と
謂
ふ
は

何
ぞ
や
。
林
は
衆
な
り
。
萬
物
成
熟
し
、
種
類
衆
多
な
る
な
り
）
と
あ
り
、
本
條

は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。

南
呂

○
贊
揚
秀
也

　
　「
贊
」
は
た
す
け
る
。『
詞
源
』
諸
本
は
「
贊
揚0

」（
贊
楊0

）
に

作
る
が
、
今
『
國
語
』「
周
五
下
」
及
び
そ
の
韋
昭
注
に
よ
っ
て
「
贊
陽0

」
に
改

め
た
。
南
呂
は
、
陽
の
氣
が
ひ
い
で
る
の
を
助
け
る
音
で
あ
る
こ
と
を
言
う
。

『
國
語
』「
周
語
下
」
に
「
五
間
南
呂
、
贊
陽
秀
也
」（
五
間
は
南
呂
、
陽
の
秀ひ

い

づ
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し
、
中う

ち

充み

ち
て
大
な
る
な
り
、
故
に
復
た
中う
ち

之こ
れ

を
難
し
と
す
る
な
り
）
と
改
め
て

い
る
。
ま
た
、『
淮
南
子
』「
天
問
訓
」
に
「
指
巳
。
巳
則
生
已
定
也
。
律
受
仲

呂
。
仲
呂
者
、
中
充
大
也
」（〈
斗
杓
が
〉
巳
を
指
す
。
巳
は
則
ち
生
已
に
定
ま
る

な
り
。
律
は
仲
呂
を
受
く
。
仲
呂
は
、
中う

ち

の
充み

ち
て
大
な
る
な
り
）
と
あ
る
。

林
鍾

○
和
展
百
事
、
俾
莫
不
任
肅
純
恪
也

　
　和
展
は
や
わ
ら
げ
ひ
ろ
め
る
。
俾
は
使

に
同
じ
。
肅
は
す
み
や
か
、
純
は
大
い
に
、
恪
は
う
や
ま
う
。
林
鍾
が
、
萬
事
を

や
わ
ら
げ
て
廣
め
、
人
が
そ
の
職
務
に
任
じ
、
そ
れ
を
す
み
や
か
に
全
う
し
、
そ

れ
を
大
い
に
う
や
ま
う
よ
う
に
さ
せ
る
音
で
あ
る
こ
と
を
言
う
。『
國
語
』「
周
語

下
」
に
「
四
間
林
鍾
、
和
展
百
事
、
俾
莫
不
任
肅
純
恪
也
」（
四
間
は
林
鍾
、
百

事
を
和
展
し
て
、
任
肅す

み

や
か
に
純お
ほ

い
に
恪う
や
まは
ざ
る
莫
か
ら
俾
む
る
な
り
）
と
あ

り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。
韋
昭
の
注
に
「
林
衆
也
。
言
萬
物
衆
盛

也
。
鍾
聚
也
。
於
正
聲
爲
徴
。
展
審
也
。
俾
使
也
。
肅
速
也
。
純
大
也
。
恪
敬

也
。
言
時
務
和
審
、
百
事
無
有
僞
詐
、
使
莫
不
任
其
職
事
、
速
其
功
、
大
敬
其
職

也
」（
林
は
衆
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
萬
物
衆
盛
た
る
な
り
。
鍾
は
聚
な
り
。
正

聲
に
於
い
て
は
徴
爲た

り
。
展
は
審
な
り
。
俾
は
使
な
り
。
肅
は
速
な
り
。
純
は
大

な
り
。
恪
は
敬
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
時
に
務
め
て
和
審
し
、
百
事
に
僞
詐
有
る

無
く
、
不
其
の
職
事
に
任
じ
、
其
の
功
を
速す

み

や
か
に
し
、
大
い
に
其
の
職
を
敬
は

ざ
る
莫
か
ら
し
む
る
な
り
）
と
あ
る
。

○
林
君
也
。
言
陰
氣
受
任
、
助
蕤
賓
君
主
種
物
、
使
長
大
楙
盛
也

　
　「
林
鍾
」

の
「
林
」
を
「
君
」
と
解
し
、
そ
の
意
味
を
、
陰
の
氣
が
任
務
を
受
け
て
、
蕤
賓

を
助
け
て
君
主
に
萬
物
之
種
を
植
え
て
大
き
く
茂
ら
せ
る
こ
と
と
解
い
て
い
る
。

『
漢
書
』
卷
二
十
一
上
「
律
暦
志
上
」
に
「
林
鐘
。
林
君
也
。
言
陰
氣
受
任
，
助

蕤
賓
君
主
種
物
使
長
大
楙
盛
也
。
位
於
未
、
在
六
月
」（
林
鐘
。
林
は
君
な
り
。

言
ふ
こ
こ
ろ
は
陰
氣
任
を
受
け
，
蕤
賓
君
主
の
物
を
種
う
る
を
助
け
、
長
大
楙
盛

な
ら
し
む
る
な
り
。
未
に
位
し
、
六
月
に
在
り
）
と
あ
り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま

え
た
も
の
。
顏
師
古
の
注
に
「
種
物
、
種
生
之
物
。
楙
古
茂
字
也
」（
種
物
は
生

を
植
う
る
の
物
な
り
。
楙
は
古
の
茂
字
な
り
）
と
あ
る
。

○
言
萬
物
就
隕
、
氣
林
林
然

　
　「
隕
」
は
枯
れ
る
、
死
ぬ
。「
林
林
然
」
は
多
い

さ
ま
、
盛
ん
な
さ
ま
。
萬
物
が
死
に
就
か
ん
と
す
る
直
前
に
熟
し
て
盛
ん
に
な
る

こ
と
を
言
う
。『
史
記
』
卷
二
十
五
「
律
書
第
三
」
に
「
六
月
也
。
律
中
林
鍾
。

林
鍾
者
、
言
萬
物
就
死
氣
林
林
然
。
其
於
十
二
子
爲
未
。
未
者
、
言
萬
物
皆
成
、

有
滋
味
也
」（
六
月
な
り
。
律
は
林
鍾
に
中あ

た

る
。
林
鍾
は
、
萬
物
死
に
就
く
も
氣

林
林
然
た
る
を
言
ふ
。
其
の
十
二
子
に
於
け
る
や
未
爲た

り
。
未
は
、
萬
物
皆
成
り

て
、
滋
味
有
る
を
言
ふ
な
り
）
と
あ
り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。「
就

死
」
は
『
詞
源
』
諸
本
で
は
「
就
隕
」
に
作
る
。

○
林
者
衆
也
。
言
萬
物
成
就
、
種
類
多
也

　
　林
鍾
の
「
林
」
は
衆お

お

い
。
萬
物
が

成
就
し
、
そ
の
種
類
が
多
い
こ
と
を
言
う
。『
白
虎
通
義
』「
五
行
」
に
「
六
月
謂

之
林
鐘
何
。
林
者
衆
也
。
萬
物
成
熟
、
種
類
衆
多
」（
六
月
之こ

れ

を
林
鐘
と
謂
ふ
は

何
ぞ
や
。
林
は
衆
な
り
。
萬
物
成
熟
し
、
種
類
衆
多
な
る
な
り
）
と
あ
り
、
本
條

は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。

南
呂

○
贊
揚
秀
也

　
　「
贊
」
は
た
す
け
る
。『
詞
源
』
諸
本
は
「
贊
揚0

」（
贊
楊0

）
に

作
る
が
、
今
『
國
語
』「
周
五
下
」
及
び
そ
の
韋
昭
注
に
よ
っ
て
「
贊
陽0

」
に
改

め
た
。
南
呂
は
、
陽
の
氣
が
ひ
い
で
る
の
を
助
け
る
音
で
あ
る
こ
と
を
言
う
。

『
國
語
』「
周
語
下
」
に
「
五
間
南
呂
、
贊
陽
秀
也
」（
五
間
は
南
呂
、
陽
の
秀ひ

い

づ
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る
を
贊た

す

く
る
な
り
）
と
あ
り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。
韋
昭
の
注
に

「
榮
而
不
實
曰
秀
。
南
任
也
。
陰
任
陽
事
、
助
成
萬
物
。
贊
佐
也
」（
榮
え
て
實
ら

ざ
る
を
秀
と
曰
ふ
。
南
は
任
な
り
。
陰
は
陽
事
に
任
じ
、
萬
物
を
助
成
す
。
贊
は

佐た
す

く
な
り
）
と
あ
る
。

○
言
萬
物
之
旅
入
藏
也

　
　「
藏
」
は
か
く
す
、
か
く
れ
る
。
八
月
に
至
っ
て
、

そ
れ
ま
で
活
動
し
て
き
た
陽
の
氣
が
か
く
れ
る
こ
と
を
言
う
。『
史
記
』
卷
二
十

五
「
律
書
第
三
」
に
「
八
月
也
。
律
中
南
呂
。
南
呂
者
、
言
陽
氣
之
旅
入
藏
也
。

其
於
十
二
子
爲
酉
。
酉
者
、
萬
物
之
老
也
。
故
曰
酉
」（
八
月
な
り
。
律
は
南
呂

に
中あ

た

る
。
南
呂
は
、
陽
氣
の
旅
し
て
入
藏
す
る
を
言
ふ
な
り
。
其
の
十
二
子
に
於

け
る
や
酉
爲た

り
。
酉
は
、
萬
物
の
老
な
り
。
故
に
酉
と
曰
ふ
）
と
あ
り
、
本
條
は

こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。「
陽
氣
」
は
『
詞
源
』
本
文
で
は
「
萬
物
」
に
作
る
。

○
言
陰
氣
旅
助
夷
則
、
任
成
萬
物
也

　
　「
南
呂
」
の
意
味
を
、
陰
の
氣
が
、
夷

則
の
萬
物
を
た
も
ち
育
成
す
る
の
を
助
け
る
こ
と
と
解
し
て
い
る
。『
漢
書
』
卷

二
十
一
上
「
律
暦
志
上
」
に
「
南
呂
。
南
任
也
。
言
陰
氣
旅
助
夷
則
任
成
萬
物

也
。
位
於
酉
，
在
八
月
」（
南
呂
。
南
は
任
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陰
氣
の
夷
則

の
萬
物
を
任
成
す
る
を
旅
助
す
る
な
り
。
酉
に
位
し
，
八
月
に
在
り
）
と
あ
り
、

本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。
任
は
た
も
つ
の
意
。

○
南
任
也
。
言
陽
氣
尚
任
包
、
大
生
薺
麥
也

　
　南
呂
の
「
南
」
は
任た

も

つ
。
陽
の

氣
が
な
お
萬
物
を
た
も
ち
包
ん
で
、
そ
の
た
め
大
い
に
薺
麥
が
生
ず
る
こ
と
を
言

う
。『
白
虎
通
義
』「
五
行
」
に
「
八
月
謂
之
南
呂
何
。
南
者
任
也
。
言
陽
氣
尚

有
、
任
生
薺
麥
也
、
故
陰
拒
之
也
」（
八
月
之こ

れ

を
南
呂
と
謂
ふ
は
何
ぞ
や
。
南
は

任
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陽
氣
尚
ほ
有
り
て
、
任
じ
て
薺
麥
を
生
ず
る
な
り
、
故

に
陰
之こ

れ

を
拒こ
ば

む
な
り
）
と
あ
る
。
一
方
『
史
記
正
義
』
に
「
白
虎
通
云
、
南
任

也
。
言
陽
氣
尚
任
包
、
大
生
薺
麥
也
」（
白
虎
通
に
云
ふ
、
南
は
任
な
り
。
言
ふ

こ
こ
ろ
は
陽
氣
尚な

ほ

任
包
し
、
大
い
に
薺
麥
を
生
ず
る
な
り
）
と
あ
り
、『
詞
源
』

本
文
は
こ
ち
ら
の
テ
ク
ス
ト
に
據
っ
て
い
る
。
ま
た
『
淮
南
子
』「
天
文
訓
」
に

「
指
酉
。
酉
者
飽
也
。
律
受
南
呂
。
南
呂
者
、
任
包
大
也
」（〈
斗
杓
が
〉
酉
を
指

す
。
酉
は
飽
な
り
。
律
は
南
呂
を
受
く
。
南
呂
は
、
任
包
の
大
な
る
な
り
）
と
あ

る
。
任
包
は
、
萬
物
を
任た

も

ち
包
む
こ
と
。

應
鍾

○
均
利
器
用
、
俾
應
復
也

　
　利
は
整
備
し
て
鋭
利
に
す
る
こ
と
。
器
用
は
日
用

の
さ
ま
ざ
ま
な
器
具
。
應
鍾
（
十
一
月
の
律
呂
）
は
、
冬
の
間
に
器
物
を
鋭
利
に

整
え
て
、
も
ど
る
べ
き
と
こ
ろ
に
も
ど
す
音
で
あ
る
こ
と
を
言
う
。『
國
語
』「
周

語
下
」
に
「
六
間
應
鍾
、
均
利
器
用
、
俾
應
復
也
」（
六
間
は
應
鍾
、
均
し
く
器

用
を
利
し
、
應
じ
て
復
せ
し
む
る
な
り
）
と
あ
り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も

の
。
韋
昭
の
注
に
「
言
陰
應
陽
用
事
、
萬
物
鍾
聚
、
百
器
具
備
、
時
務
均
利
、
百

官
器
用
、
程
度
庶
品
使
皆
應
其
禮
、
復
其
常
也
」（
言
ふ
こ
こ
ろ
は
陰
の
陽
に
應

じ
て
事
を
用
ゐ
、
萬
物
鍾
聚
し
、
百
器
具と

も

に
備
は
り
、
時
に
務
め
て
均
し
く
利

し
、
百
官
器
用
し
、
庶
品
を
程
度
し
皆
其
の
禮
に
應
じ
、
其
の
常
に
復
せ
し
む
る

な
り
）
と
あ
る
。

○
陽
氣
之
應
不
用
事
也

　
　「
應
」
は
萬
物
に
應
ず
る
陽
の
氣
の
は
た
ら
き
、
動

き
。
後
の
注
の
『
白
虎
通
義
』
を
參
照
。
こ
こ
は
、
陽
の
氣
が
不
活
發
で
動
か
な

い
こ
と
を
言
う
。『
史
記
』
卷
二
十
五
「
律
書
第
三
」
に
「
十
月
也
。
律
中
應

鍾
。
應
鍾
者
、
陽
氣
之
應
、
不
用
事
也
。
其
於
十
二
子
爲
亥
。
亥
者
該
也
。
言
陽

氣
藏
於
下
、
故
該
也
」（
十
月
な
り
。
律
は
應
鍾
に
中あ

た

る
。
應
鍾
は
、
陽
氣
の
應

に
し
て
、
事
を
用
ゐ
ざ
る
な
り
。
其
の
十
二
子
に
於
け
る
や
亥
爲た

り
。
亥
は
該
な

り
。
陽
氣
下
に
藏
す
る
を
言
ふ
、
故
に
該
な
り
）
と
あ
り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
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。

○
言
陰
氣
應
無
射
該
藏
萬
物
、
於
十
二
子
爲
亥
、
亥
者
該
也

　
　「
應
鍾
」
の
意

味
を
、
陰
の
氣
が
無
射
に
應
じ
て
萬
物
を
と
ざ
し
て
藏
す
る
こ
と
と
解
い
て
い

る
。
併
せ
て
「
應
鍾
」
が
十
二
子
で
は
「
亥
」
に
相
當
し
、「
亥
」
は
「
該
」
の

意
で
あ
る
こ
と
も
述
べ
る
。『
漢
書
』
卷
二
十
一
上
「
律
暦
志
上
」
に
「
應
鐘
。

言
陰
氣
應
亡
射
、
該
臧
萬
物
而
雜
陽
閡
種
也
。
位
於
亥
、
在
十
月
」（
應
鐘
。
言

ふ
こ
こ
ろ
は
陰
氣
亡
射
に
應
じ
、
萬
物
を
該
臧
し
て
陽
を
雜
し
種
を
閡と

ざ
す
な

り
。
亥
に
位
し
、
十
月
に
在
り
）
と
あ
り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。
但

し
『
詞
源
』
本
文
の
「
於
（
于
）
十
二
子
爲
亥
、
亥
者
該
也
」
は
こ
の
『
漢
書
』

「
律
暦
志
上
」
の
字
句
に
續
け
て
置
か
れ
て
い
る
が
、
本
來
こ
れ
は
前
注
に
あ
る

『
史
記
』「
律
書
」
の
字
句
で
あ
る
。『
漢
書
』
の
孟
康
の
注
に
「
該
臧
塞
也
。
陰

雜
陽
氣
、
臧
塞
爲
萬
物
作
種
也
」（
該
は
臧
塞
す
る
な
り
。
陰
は
陽
氣
を
雜
し
、

臧
塞
し
て
萬
物
の
爲
に
種
を
作
る
な
り
）
と
あ
り
、
ま
た
晉
灼
の
注
に
「
外
閉
曰

閡
」（
外
に
閉
ざ
す
を
閡
と
言
ふ
）
と
あ
る
。

○
言
萬
物
應
陽
而
動
、
下
藏
也

　
　萬
物
が
陽
の
氣
に
應
じ
て
動
き
、
地
下
に
た

く
わ
え
ら
れ
る
こ
と
を
言
う
。「
下
藏
」
は
前
注
『
史
記
』「
律
書
」
を
參
照
。
疏

證
本
は
他
の
律
呂
の
例
に
合
わ
せ
て
「
又
曰
」
を
加
え
て
い
る
が
、『
詞
源
』
諸

本
に
「
又
曰
」
は
無
い
。『
白
虎
通
義
』「
五
行
」
に
「
十
月
謂
之
應
鐘
何
。
應
者

應
也
。
鍾
者
動
也
。
言
萬
物
應
陽
而
動
、
下
藏
也
」（
十
月
之こ

れ

を
應
鐘
と
謂
ふ
は

何
ぞ
や
。
應
は
應
な
り
。
鍾
は
動
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
萬
物
陽
に
應
じ
て
動

き
、
下
に
藏
す
る
な
り
）
と
あ
り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。

上
下
相
生
環
圖

○
氣
始
於
冬
至
、
律
本
於
黄
鍾

　
　一
年
の
陰
陽
の
氣
が
冬
至
に
始
ま
る
こ
と
、

十
二
律
呂
は
そ
の
第
一
律
「
黄
鍾
」
に
始
ま
る
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
言
う
。
よ
っ

て
「
黄
鍾
」
は
、
冬
至
の
月
で
あ
る
十
一
月
に
配
當
さ
れ
る
。『
史
記
』
卷
二
十

五
「
律
書
第
三
」
に
「
凡
得
九
寸
、
命
曰
黄
鍾
之
宮
。
故
曰
音
始
於
宮
、
窮
於

角
。
…（
中
略
）…
氣
始
於
冬
至
、
周
而
復
生
」（
凡
そ
九
寸
を
得
て
、
命
じ
て
曰

く
黄
鍾
之
宮
と
。
故
に
曰
く
音
は
宮
に
始
ま
り
、
角
に
窮
ま
る
。
…（
中
略
）…
氣

は
冬
至
に
始
ま
り
、
周
し
て
復
た
生
ず
）
と
あ
る
。

○
或
損
或
益

　
　三
分
損
一
と
三
分
益
一
を
交
互
に
行
う
こ
と
。

○
下
生

　
　三
分
損
一
に
よ
り
次
の
律
を
生
じ
る
こ
と
。
八
律
上
の
音
程
が
生
成

さ
れ
る
。
第
一
律
「
黄
鍾
」
が
陽
律
な
の
で
、
下
生
に
よ
っ
て
生
じ
る
音
程
は
必

ず
陰
呂
と
な
る
。
陽
律
が
陰
呂
を
生
む
の
で
「
下
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

○
倍
其
實
、
三
其
法

　
　「
實
」
は
割
り
算
の
割
ら
れ
る
數
、
つ
ま
り
分
數
の
分

子
の
こ
と
。「
法
」
は
割
り
算
の
割
る
數
、
つ
ま
り
分
數
の
分
母
の
こ
と
。
あ
る

律
の
管
長
（
弦
長
）
を
三
分
の
二
に
す
る
こ
と
を
言
う
。
即
ち
三
分
損
一
（
三
分

の
一
を
減
ず
る
こ
と
）
と
同
義
で
あ
る
。

○
上
生

　
　三
分
易
一
に
よ
り
次
の
律
を
生
じ
る
こ
と
。
六
律
下
の
音
程
が
生
成

さ
れ
る
。
下
生
に
よ
っ
て
既
に
生
成
し
た
陰
呂
に
對
し
て
上
生
を
行
う
と
、
次
に

生
じ
る
音
程
は
必
ず
陽
律
と
な
る
。
陰
呂
が
陽
律
が
を
生
む
の
で
「
上
」
と
言
う

の
で
あ
る
。

○
四
其
實
、
三
其
法

　
　あ
る
律
の
管
長
（
弦
長
）
を
三
分
の
四
に
す
る
こ
と
を

言
う
。
即
ち
三
分
益
一
（
三
分
の
一
を
増
す
こ
と
）
と
同
義
で
あ
る
。
尚
、
守

本
・
疏
證
本
ａ
ｂ
・
叢
編
本
甲
ａ
ｂ
乙
・
國
本
以
外
の
『
詞
源
』
諸
本
は
、
こ
の

「
三
其
法
」
を
「
倍
其
法
」
に
作
る
が
、
三
分
損
益
に
於
い
て
分
母
が
倍
（
即
ち

二
）
に
な
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
守
本
・
疏
證
本
・
叢
編
本
・
國
本
は
校
訂
の

結
果
「
三
」
に
改
め
て
お
り
、
今
こ
れ
に
從
う
。
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○
言
陰
氣
應
無
射
該
藏
萬
物
、
於
十
二
子
爲
亥
、
亥
者
該
也

　
　「
應
鍾
」
の
意

味
を
、
陰
の
氣
が
無
射
に
應
じ
て
萬
物
を
と
ざ
し
て
藏
す
る
こ
と
と
解
い
て
い

る
。
併
せ
て
「
應
鍾
」
が
十
二
子
で
は
「
亥
」
に
相
當
し
、「
亥
」
は
「
該
」
の

意
で
あ
る
こ
と
も
述
べ
る
。『
漢
書
』
卷
二
十
一
上
「
律
暦
志
上
」
に
「
應
鐘
。

言
陰
氣
應
亡
射
、
該
臧
萬
物
而
雜
陽
閡
種
也
。
位
於
亥
、
在
十
月
」（
應
鐘
。
言

ふ
こ
こ
ろ
は
陰
氣
亡
射
に
應
じ
、
萬
物
を
該
臧
し
て
陽
を
雜
し
種
を
閡と

ざ
す
な

り
。
亥
に
位
し
、
十
月
に
在
り
）
と
あ
り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。
但

し
『
詞
源
』
本
文
の
「
於
（
于
）
十
二
子
爲
亥
、
亥
者
該
也
」
は
こ
の
『
漢
書
』

「
律
暦
志
上
」
の
字
句
に
續
け
て
置
か
れ
て
い
る
が
、
本
來
こ
れ
は
前
注
に
あ
る

『
史
記
』「
律
書
」
の
字
句
で
あ
る
。『
漢
書
』
の
孟
康
の
注
に
「
該
臧
塞
也
。
陰

雜
陽
氣
、
臧
塞
爲
萬
物
作
種
也
」（
該
は
臧
塞
す
る
な
り
。
陰
は
陽
氣
を
雜
し
、

臧
塞
し
て
萬
物
の
爲
に
種
を
作
る
な
り
）
と
あ
り
、
ま
た
晉
灼
の
注
に
「
外
閉
曰

閡
」（
外
に
閉
ざ
す
を
閡
と
言
ふ
）
と
あ
る
。

○
言
萬
物
應
陽
而
動
、
下
藏
也

　
　萬
物
が
陽
の
氣
に
應
じ
て
動
き
、
地
下
に
た

く
わ
え
ら
れ
る
こ
と
を
言
う
。「
下
藏
」
は
前
注
『
史
記
』「
律
書
」
を
參
照
。
疏

證
本
は
他
の
律
呂
の
例
に
合
わ
せ
て
「
又
曰
」
を
加
え
て
い
る
が
、『
詞
源
』
諸

本
に
「
又
曰
」
は
無
い
。『
白
虎
通
義
』「
五
行
」
に
「
十
月
謂
之
應
鐘
何
。
應
者

應
也
。
鍾
者
動
也
。
言
萬
物
應
陽
而
動
、
下
藏
也
」（
十
月
之こ

れ

を
應
鐘
と
謂
ふ
は

何
ぞ
や
。
應
は
應
な
り
。
鍾
は
動
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
萬
物
陽
に
應
じ
て
動

き
、
下
に
藏
す
る
な
り
）
と
あ
り
、
本
條
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
。

上
下
相
生
環
圖

○
氣
始
於
冬
至
、
律
本
於
黄
鍾

　
　一
年
の
陰
陽
の
氣
が
冬
至
に
始
ま
る
こ
と
、

十
二
律
呂
は
そ
の
第
一
律
「
黄
鍾
」
に
始
ま
る
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
言
う
。
よ
っ

て
「
黄
鍾
」
は
、
冬
至
の
月
で
あ
る
十
一
月
に
配
當
さ
れ
る
。『
史
記
』
卷
二
十

五
「
律
書
第
三
」
に
「
凡
得
九
寸
、
命
曰
黄
鍾
之
宮
。
故
曰
音
始
於
宮
、
窮
於

角
。
…（
中
略
）…
氣
始
於
冬
至
、
周
而
復
生
」（
凡
そ
九
寸
を
得
て
、
命
じ
て
曰

く
黄
鍾
之
宮
と
。
故
に
曰
く
音
は
宮
に
始
ま
り
、
角
に
窮
ま
る
。
…（
中
略
）…
氣

は
冬
至
に
始
ま
り
、
周
し
て
復
た
生
ず
）
と
あ
る
。

○
或
損
或
益

　
　三
分
損
一
と
三
分
益
一
を
交
互
に
行
う
こ
と
。

○
下
生

　
　三
分
損
一
に
よ
り
次
の
律
を
生
じ
る
こ
と
。
八
律
上
の
音
程
が
生
成

さ
れ
る
。
第
一
律
「
黄
鍾
」
が
陽
律
な
の
で
、
下
生
に
よ
っ
て
生
じ
る
音
程
は
必

ず
陰
呂
と
な
る
。
陽
律
が
陰
呂
を
生
む
の
で
「
下
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

○
倍
其
實
、
三
其
法

　
　「
實
」
は
割
り
算
の
割
ら
れ
る
數
、
つ
ま
り
分
數
の
分

子
の
こ
と
。「
法
」
は
割
り
算
の
割
る
數
、
つ
ま
り
分
數
の
分
母
の
こ
と
。
あ
る

律
の
管
長
（
弦
長
）
を
三
分
の
二
に
す
る
こ
と
を
言
う
。
即
ち
三
分
損
一
（
三
分

の
一
を
減
ず
る
こ
と
）
と
同
義
で
あ
る
。

○
上
生

　
　三
分
易
一
に
よ
り
次
の
律
を
生
じ
る
こ
と
。
六
律
下
の
音
程
が
生
成

さ
れ
る
。
下
生
に
よ
っ
て
既
に
生
成
し
た
陰
呂
に
對
し
て
上
生
を
行
う
と
、
次
に

生
じ
る
音
程
は
必
ず
陽
律
と
な
る
。
陰
呂
が
陽
律
が
を
生
む
の
で
「
上
」
と
言
う

の
で
あ
る
。

○
四
其
實
、
三
其
法

　
　あ
る
律
の
管
長
（
弦
長
）
を
三
分
の
四
に
す
る
こ
と
を

言
う
。
即
ち
三
分
益
一
（
三
分
の
一
を
増
す
こ
と
）
と
同
義
で
あ
る
。
尚
、
守

本
・
疏
證
本
ａ
ｂ
・
叢
編
本
甲
ａ
ｂ
乙
・
國
本
以
外
の
『
詞
源
』
諸
本
は
、
こ
の

「
三
其
法
」
を
「
倍
其
法
」
に
作
る
が
、
三
分
損
益
に
於
い
て
分
母
が
倍
（
即
ち

二
）
に
な
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
守
本
・
疏
證
本
・
叢
編
本
・
國
本
は
校
訂
の

結
果
「
三
」
に
改
め
て
お
り
、
今
こ
れ
に
從
う
。
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【
通
釋
】

　本
條
は
前
後
二
つ
の
圖
と
そ
の
解
説
、
お
よ
び
そ
の
間
に
置
か
れ
た
本
文
か
ら

な
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
概
觀
す
る
。

律
呂
隔
八
相
生
圖

　十
二
律
呂
の
生
成
を
解
説
す
る
本
文
と
、
十
二
律
呂
を
圓
形
に
配
置
し
た
圖

（
律
呂
隔
八
層
生
圖
）
か
ら
な
る
。
そ
の
本
文
の
語
句
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ

う
に
な
る
。

　
　自
黄
鍾
律
爲
宮
、

　
　從
本
律
數
八
至
林
鍾
、
爲
徴
。

　
　
　林
鍾
數
八
至
太
簇
、
爲
商
。

　
　
　太
簇
數
八
至
南
呂
、
爲
羽
。

　
　
　南
呂
數
八
至
姑
洗
、
爲
角
。

　
　
　姑
洗
數
八
至
應
鍾
、
爲
閏
宮
。

　
　
　應
鍾
數
八
至
蕤
賓
、
爲
閏
徴
。

　
　
　
　謂
之
七
調
。

　十
二
律
呂
は
三
分
損
益
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
。
三
分
損
益
と
は
第
一
律
た
る

「
黄
鍾
」
の
管
長
（
弦
長
）
に
三
分
の
二
と
三
分
の
四
と
を
交
互
に
乘
じ
て
順
次

各
律
呂
を
求
め
る
方
法
で
あ
る
。

　
　三
分
損
一

　

 

三
分
の
二
を
乘
ず
る
こ
と

　五
度
上
の
音
程
が
求
め
ら
れ
る
。

即
ち
、
上
に
数
え
て
八
律
目
＝
數
八
（
順
八
、
下
生
）

　
　三
分
益
一

　

 

三
分
の
四
を
乘
ず
る
こ
と

　四
度
下
の
音
程
が
求
め
ら
れ
る
。

即
ち
、
下
に
数
え
て
六
律
目
＝
數
六
（
逆
六
、
上
生
）

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
事
項
が
二
點
あ
る
。
一
つ
は
、
三
分
損
益
は
普
通
八
度
音
程

の
内
で
行
わ
れ
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
三
分
損
益
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
第
十
二
律

は
第
一
律
の
音
程
と
は
誤
差
を
生
じ
る
こ
と
で
あ
る
。

　前
者
に
つ
い
て
。
第
一
律
黄
鍾
か
ら
順
に
三
分
損
益
を
行
い
蕤
賓
に
至
り
、
蕤

賓
か
ら
順
番
ど
お
り
三
分
損
一
を
行
う
と
、
八
度
高
い
清
大
呂
と
な
る
。
こ
れ
を

黄
鍾
か
ら
八
度
内
に
收
め
る
に
は
、
こ
こ
で
三
分
損
一
で
は
な
く
三
分
益
一
を
行

い
、
大
呂
を
求
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　一
オ
ク
タ
ー
ブ
を
は
み
出
し
て
し
ま
う
た
め

　
　黄
↓
大
↓
太
↓
夾
↓
姑
↓
仲
↓
蕤
↓
林
↓
夷
↓
南
↓
無
↓
應
↓
黄清
↓
大清

　
　三
分
益
一
に
轉
じ
て
逆
六
と
す
る

と
こ
ろ
が
こ
の
本
文
で
は
全
て
「
數
八
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
三
分
損
一
の

み
を
繰
り
返
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
こ
の
方
法
だ
と
、
生
成
す
る
音
は
ど

ん
ど
ん
高
く
な
っ
て
行
く
こ
と
に
な
る
。

　後
者
に
つ
い
て
。
黄
鍾
の
律
管
長
は
九
寸
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
黄
鍾
九
寸
に
對

し
て
三
分
損
益
を
十
二
回
行
っ
て
得
ら
れ
る
黄
鍾
は
、

2
5

×4
7

＝ 8.87886

…

3
12

と
な
り
、
九
寸
よ
り
も
や
や
短
く
（
即
ち
や
や
高
い
音
程
に
）
な
る
。
こ
の
誤
差

が
所
謂
「
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
カ
ン
マ
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
三
分
損
益
を
何
度
反
復
し
て

も
、
正
確
な
黄
鍾
の
値
に
は
戻
っ
て
來
な
い
。
十
二
律
呂
は
三
分
損
益
で
は
嚴
密

に
は
循
環
し
な
い
の
で
あ
る
。
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　さ
て
『
詞
源
』
本
文
は
す
べ
て
「
數
八
」
の
記
述
に
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
續

く
「
律
呂
隔
八
層
生
圖
」
は
圓
形
圖
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
三
分
損
益
に
よ
る
オ
ク

タ
ー
ブ
の
高
下
、
及
び
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
カ
ン
マ
を
全
く
考
慮
し
て
い
な
い
こ
と
を
意

味
す
る
。
つ
ま
り
、
オ
ク
タ
ー
ブ
を
切
り
下
げ
る
た
め
の
三
分
損
一
と
益
一
の
轉

換
を
行
わ
ず
、
し
か
も
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
カ
ン
マ
を
考
え
ず
、
十
二
律
呂
を
完
全
に
循

環
す
る
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
故
に
こ
こ
で
は
、
十
二
律
呂
の

嚴
密
な
音
高
を
論
ず
る
の
で
は
な
く
、「
律
呂
名
」
の
理
念
上
の
循
環
を
述
べ
て

い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
理
念
上
の
循
環
を
圖
示
し
た
の
が
、

「
律
呂
隔
八
相
生
圖
」
で
あ
る
。

　本
圖
の
よ
う
に
圓
形
に
配
置
す
る
こ
と
の
意
味
は
、
三
分
損
一
と
三
分
益
一
の

轉
換
の
有
無
を
問
わ
ず
に
「
律
呂
名
」
の
循
環
を
矛
盾
無
く
示
す
こ
と
が
で
き
る

點
に
あ
る
。
つ
ま
り
、

　
　黄
鍾
↓（
順
八
＝
時
計
回
り
）
　↓
林
鍾
↓（
順
八
＝
時
計
回
り
）
　↓
太
簇

　
　黄
鍾
↓（
逆
六
＝
反
時
計
回
り
）↓
林
鍾
↓（
逆
六
＝
反
時
計
回
り
）↓
太
簇

と
な
り
、
時
計
回
り
で
も
反
時
計
回
り
で
も
律
呂
名
で
は
同
じ
結
果
と
な
る
か
ら

で
あ
る
。

　よ
っ
て
こ
の
圖
は
、
典
型
的
な
旋
宮
圖
の
内
、
十
二
律
呂
の
み
を
示
し
た
も
の

だ
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
に
五
聲
・
七
聲
の
同
心
圓
を
配
置
し
て
旋
宮
に
よ
り
宮
調

を
展
開
す
る
基
礎
と
な
る
も
の
だ
と
言
え
る
。
但
し
、
圖
に
關
し
て
は
諸
傳
本
間

の
異
同
が
甚
だ
し
い
。
細
か
い
差
異
は
さ
て
お
き
、
大
雜
把
に
は
、
十
二
律
呂
と

そ
の
外
周
の
工
尺
譜
が
十
三
格
あ
る
も
の
と
、
十
二
格
の
も
の
に
分
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
圖
は
底
本
と
守
本
の
例
で
あ
る
。



─　 ─

底
本

守
本

五
一

90

　さ
て
『
詞
源
』
本
文
は
す
べ
て
「
數
八
」
の
記
述
に
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
續

く
「
律
呂
隔
八
層
生
圖
」
は
圓
形
圖
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
三
分
損
益
に
よ
る
オ
ク

タ
ー
ブ
の
高
下
、
及
び
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
カ
ン
マ
を
全
く
考
慮
し
て
い
な
い
こ
と
を
意

味
す
る
。
つ
ま
り
、
オ
ク
タ
ー
ブ
を
切
り
下
げ
る
た
め
の
三
分
損
一
と
益
一
の
轉

換
を
行
わ
ず
、
し
か
も
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
カ
ン
マ
を
考
え
ず
、
十
二
律
呂
を
完
全
に
循

環
す
る
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
故
に
こ
こ
で
は
、
十
二
律
呂
の

嚴
密
な
音
高
を
論
ず
る
の
で
は
な
く
、「
律
呂
名
」
の
理
念
上
の
循
環
を
述
べ
て

い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
理
念
上
の
循
環
を
圖
示
し
た
の
が
、

「
律
呂
隔
八
相
生
圖
」
で
あ
る
。

　本
圖
の
よ
う
に
圓
形
に
配
置
す
る
こ
と
の
意
味
は
、
三
分
損
一
と
三
分
益
一
の

轉
換
の
有
無
を
問
わ
ず
に
「
律
呂
名
」
の
循
環
を
矛
盾
無
く
示
す
こ
と
が
で
き
る

點
に
あ
る
。
つ
ま
り
、

　
　黄
鍾
↓（
順
八
＝
時
計
回
り
）
　↓
林
鍾
↓（
順
八
＝
時
計
回
り
）
　↓
太
簇

　
　黄
鍾
↓（
逆
六
＝
反
時
計
回
り
）↓
林
鍾
↓（
逆
六
＝
反
時
計
回
り
）↓
太
簇

と
な
り
、
時
計
回
り
で
も
反
時
計
回
り
で
も
律
呂
名
で
は
同
じ
結
果
と
な
る
か
ら

で
あ
る
。

　よ
っ
て
こ
の
圖
は
、
典
型
的
な
旋
宮
圖
の
内
、
十
二
律
呂
の
み
を
示
し
た
も
の

だ
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
に
五
聲
・
七
聲
の
同
心
圓
を
配
置
し
て
旋
宮
に
よ
り
宮
調

を
展
開
す
る
基
礎
と
な
る
も
の
だ
と
言
え
る
。
但
し
、
圖
に
關
し
て
は
諸
傳
本
間

の
異
同
が
甚
だ
し
い
。
細
か
い
差
異
は
さ
て
お
き
、
大
雜
把
に
は
、
十
二
律
呂
と

そ
の
外
周
の
工
尺
譜
が
十
三
格
あ
る
も
の
と
、
十
二
格
の
も
の
に
分
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
圖
は
底
本
と
守
本
の
例
で
あ
る
。
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底
本
は
十
二
律
呂
の
欄
が
十
三
格
と
な
っ
て
お
り
、「
南
呂
」
と
「
無
射
」
の
間

が
空
格
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
位
置
に
は
「
南
呂
（
工
）」
の
旁
譜
を
や
や

丸
く
し
た
よ
う
な
記
號
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

　こ
の
第
十
三
格
に
つ
い
て
、
鄭
孟
津
氏
は
『
詞
源
解
箋
』（
浙
江
古
籍
出
版

社
、
一
九
九
〇
）
に
於
い
て
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
カ
ン
マ
の
蓄
積
を
考
慮
に
入
れ
た
十

三
番
目
の
律
を
示
し
た
も
の
だ
と
い
う
説
を
唱
え
て
お
ら
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
十

三
番
目
の
空
格
に
も
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

　○『
詞
源
』
本
條
は
十
二
律
呂
の
理
念
的
成
立
と
循
環
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。

　○『
詞
源
』
卷
上
の
構
成
か
ら
見
て
も
こ
こ
に
極
め
て
細
か
い
音
律
學
的
な
事

項
が
置
か
れ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。

　○
本
條
よ
り
後
ろ
の
各
條
に
於
い
て
も
そ
の
よ
う
な
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
カ
ン
マ
を
考

慮
し
た
音
律
は
全
く
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

　○
詞
樂
の
歌
唱
上
も
、
詞
樂
に
伴
う
樂
器
の
演
奏
上
も
、
そ
う
し
た
音
律
學
的

な
要
素
は
直
接
關
係
無
い
。

と
い
っ
た
點
か
ら
、
こ
こ
で
は
鄭
氏
の
説
に
は
從
わ
な
い
。
こ
の
十
三
番
目
の
空

格
は
、
音
律
を
解
さ
な
い
者
に
よ
る
書
寫
の
過
程
で
生
じ
た
錯
誤
で
あ
り
、
本
來

本
圖
は
十
二
律
呂
を
配
す
る
十
二
格
か
ら
成
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
自
然

だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
古
い
時
代
の
傳
本
が
い
ず
れ
も
誤
っ
て
十
三
格
と

し
い
た
も
の
を
、
守
本
を
初
め
と
す
る
各
本
が
樂
律
的
知
識
に
基
づ
く
校
訂
を
經

て
十
二
格
に
改
め
た
の
で
あ
り
、
本
譯
注
に
於
い
て
も
十
二
格
の
圓
圖
と
し
た
。

ち
な
み
に
鄭
文
焯
『
詞
源
斠
律
』（
書
帶
草
堂
刊
、
清
光
緒
年
間
）
は
、

　
　舊
本
律
暦
樂
色
悉
爲
淺
人
羼
亂
、
鈔
者
校
者
不
識
燕
樂
字
譜
、
雜
連
圖
乙
、

譌
繆
相
承
。
今
竝
攷
正
、
以
復
舊
觀
。（
舊
本
の
律
暦
樂お

ん
ぷ色
は
悉
こ
と
ご
とく
淺
人
の

羼さ
ん

亂
す
る
と
こ
ろ
で
、
鈔
者
・
校
者
が
燕
樂
字
譜
を
識し

ら
ず
、
雜
連
し
て
涂

乙
し
、
譌
繆
相
い
承つ

い
だ
も
の
で
あ
る
。
今
竝な
ら

び
に
考
正
し
て
以
て
舊
觀
に

復
す
。）

と
述
べ
、
十
三
格
か
ら
な
る
圖
を
一
笑
に
付
し
て
い
る
。

　ま
た
底
本
・
范
本
・
粤
本
・
楡
本
・
思
賢
本
・
呉
本
は
圓
外
に
い
く
つ
か
工
尺

譜
を
書
き
加
え
て
い
る
（
思
賢
本
は
同
時
に
七
聲
も
書
き
加
え
て
い
る
）。
こ
れ

は
工
尺
譜
の
記
號
の
形
状
に
疑
問
の
あ
る
場
所
に
付
記
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
例
え
ば
大
呂
の
工
尺
譜
は
「
○
」
の
中
に
「
ヌ
」
で
は
誤
り
で
、
圓
外
で
こ

れ
を
「
ム
」
に
正
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
そ
の
他
の
圓
外
の
記
號
は
い
ず

れ
も
見
慣
れ
な
い
形
を
し
て
お
り
、
疑
問
が
殘
る
。
書
寫
の
過
程
で
形
状
が
亂
れ

た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

本
文　律

呂
隔
八
層
生
圖
に
續
く
本
文
は
、『
國
語
』「
周
語
下
」、『
漢
書
』
卷
二
十
一

上
「
律
暦
志
上
」、『
史
記
』
卷
二
十
五
「
律
書
第
三
」、『
白
虎
通
義
』「
五
行
」

か
ら
十
二
律
呂
の
各
律
に
關
す
る
記
述
を
引
用
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
律
呂
毎
に
整

理
・
編
集
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
但
し
、
全
て
の
律
呂
に
同
樣
に
引
用
文
が
配

置
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
無
射
で
は
『
史
記
』『
漢
書
』『
白
虎
通
』
を
、

大
呂
で
は
『
史
記
』『
白
虎
通
』
を
、
夾
鍾
で
は
『
白
虎
通
』
を
、
れ
ぞ
れ
缺
い

て
い
る
。
疏
證
本
は
そ
れ
ら
を
獨
自
に
補
い
、
體
裁
を
整
え
て
い
る
。

　本
文
に
於
け
る
十
二
律
呂
の
配
列
順
は
、

　
　
　
　
　
　

 

陽
律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　陰
呂

　
　黄

　太

　姑

　蕤

　夷

　無

　大

　夾

　仲

　林

　南

　應

　
　
　
　
　
　音
程
順

　
　
　
　
　
　
　
　
　音
程
順
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で
あ
り
、
前
半
が
陽
律
、
後
半
が
陰
呂
（
そ
れ
ぞ
れ
の
中
は
音
程
順
）
と
い
う
構

成
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
音
程
順
で
も
な
く
、
三
分
損
益
生
成
順
で
も
な

く
、
陽
律
と
陰
呂
に
分
離
し
た
配
列
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、

　○
本
條
の
一
つ
前
、
第
二
條
が
「
陽0

律
陰0

呂
合
聲
圖
」
で
あ
り
、
本
條
は
そ
れ

を
受
け
て
、
思
想
上
・
理
念
上
の
解
釋
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
。

　○
本
文
に
續
く
「
上
下
相
生
環
圖
」
が
、
陽
律
と
陰
呂
の
相
生
を
示
し
て
い
る

こ
と
。

と
符
合
す
る
。
本
條
の
主
眼
は
、
音
律
學
や
音
樂
の
實
際
か
ら
や
や
離
れ
て
、
思

想
的
・
理
念
的
な
十
二
律
呂
の
循
環
を
説
明
す
る
こ
と
に
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ

る
。

上
下
相
生
環
圖

　圖
の
前
に
置
か
れ
た
説
明
文
が
述
べ
る
所
の
計
算
は
、

　
　黄
鍾
九
寸

　
　之
を
倍
す
れ
ば
十
八
、
之
を
三
す
れ
ば
六

　
　
　（
２
を
掛
け
て
18
、
３
で
割
っ
て
６
）

　
　之
を
四
す
れ
ば
二
十
四
、
之
を
三
す
れ
ば
八

　
　
　（
４
を
掛
け
て
24
、
３
で
割
っ
て
８
）

と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
、

9

×2

＝

18

　よ
っ
て 

林
鍾
は
６
寸

3
3

6

×4

＝

24

　よ
っ
て 

太
簇
は
８
寸

3
3

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
以
生
商
角
徴
羽
」（
以
て
商
角
徴
羽
を
生
ず
）
と
あ
る
樣

に
、
十
二
律
呂
と
同
樣
五
聲
（
七
聲
）
も
三
分
損
益
で
生
成
す
る
。

　さ
て
本
圖
も
、
諸
本
間
に
か
な
り
の
異
同
が
あ
る
。
甚
だ
し
き
は
、
綫
が
途
中

で
切
れ
て
い
る
も
の
や
、
十
二
子
の
子
に
全
く
綫
が
繋
が
っ
て
い
な
い
も
の
も
あ

る
。
但
し
、
十
二
子
の
各
文
字
及
び
「
下
生
陰
」「
上
生
陽
」
に
は
異
同
は
な
い
。

　綫
の
途
切
れ
た
も
の
は
、
例
え
ば
底
本
の
如
く
、
十
二
子
の
左
方
、
縱
に
揃
っ

た
位
置
に
空
間
が
あ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
十
二
子
だ
け
で
は

分
か
り
に
く
い
た
め
、
十
二
子
に
對
應
す
る
十
二
律
呂
を
添
え
よ
う
と
し
た
名
殘

り
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
實
際
に
十
二
律
呂
を
補
っ
た
の
が
、
疏

證
本
・
叢
編
本
で
あ
る
。
例
と
し
て
底
本
と
疏
證
本
を
擧
げ
て
お
く
。

　底
本
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と
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に
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の
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子
の
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方
、
縱
に
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た
位
置
に
空
間
が
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る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
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。
こ
れ
は
、
十
二
子
だ
け
で
は
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に
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い
た
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、
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に
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る
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を
添
え
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と
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だ
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れ
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。
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に
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叢
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。
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本
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　疏
證
本

　さ
て
、
本
圖
に
書
き
込
ま
れ
た
十
二
子
は
、

　
　圖
の
上
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　圖
の
下
方

　
　戌

　申

　午

　辰

　寅

　子

　
　
　
　酉

　亥

　丑

　卯

　巳

　未

で
あ
る
。
こ
れ
に
、
對
應
す
る
十
二
律
呂
を
添
え
る
な
ら
ば
、

　
　圖
の
上
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　圖
の
下
方

　
　戌

　申

　午

　辰

　寅

　子

　
　
　
　酉

　亥

　丑

　卯

　巳

　未

　
　無

　夷

　蕤

　姑

　太

　黄

　
　
　
　南

　應

　大

　夾

　仲

　林

と
な
る
。
こ
れ
を
見
れ
ば
、
上
方
は
陽
律
、
下
方
は
陰
呂
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
三
分
損
益
を
順
に
行
う
と
、
陽
律
と
陰
呂
が
交
互
に
生
成
さ
れ

る
。
こ
の
圖
の
よ
う
に
、
十
二
子
と
十
二
律
呂
を
陰
陽
に
分
け
て
上
下
に
竝
べ
る

理
由
は
何
だ
ろ
う
か
。
實
は
、
そ
れ
を
順
に
綫
で
結
ぶ
と
螺
旋
状
に
な
る
、
と
言

う
こ
と
が
そ
の
大
き
な
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
點
を
整
理
す

る
た
め
に
今
、『
詞
源
』
本
圖
を
や
や
ア
レ
ン
ジ
し
つ
つ
整
理
し
て
み
よ
う
。

　本
圖
の
よ
う
に
三
分
損
益
の
生
成
順
を
綫
で
結
ぶ
場
合
、
そ
の
綫
が
出
來
る
だ

け
交
わ
ら
な
い
よ
う
な
配
置
に
す
る
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
。
ま
ず

十
二
律
呂
の
生
成
を
陽
律
と
陰
呂
に
分
け
て
示
す
な
ら
ば
、

　
　（陽
律
）
　黄１

　
　
　太３

　
　
　姑５

　
　
　蕤７

　
　
　夷９

　
　
　無11

　
　（陰
呂
）
　
　
　林２

　
　
　南４

　
　
　應６

　
　
　大８

　
　
　夾10

　
　
　仲12

と
な
る
（
律
呂
名
の
横
に
數
字
で
三
分
損
益
生
成
順
を
添
え
た
）。
即
ち
、
陽
律

と
陰
呂
が
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
順
番
な
ら
、
そ
れ
を
繋
ぐ
綫
は
交
わ
ら
な
い
。
そ
し
て

本
圖
の
よ
う
に
陽
律
と
陰
呂
を
分
離
し
て
上
下
に
置
く
と
す
る
な
ら
ば
、

　
　無11

　夷９

　蕤７

　姑５

　太３

　黄１
（
陽
律
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
陰
呂
）
林２

　南４

　應６

　大８

　夾10

　仲12

こ
の
よ
う
に
ま
ず
陽
律
を
下
か
ら
上
に
竝
べ
替
え
、
そ
の
上
で
中
心
か
ら
上
下

に
、
陽
律
と
陰
呂
が
向
き
合
う
方
向
に
配
置
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
綫
が
交
差
し

な
い
形
を
構
成
で
き
る
。
こ
れ
に
十
二
子
を
添
え
て
、『
詞
源
』
本
圖
の
よ
う
に

角
を
持
た
せ
ず
、
圓
を
描
い
て
生
成
順
を
結
ぶ
な
ら
ば
、
圖
１
と
な
る
。
こ
れ
な
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ら
ば
「
子
＝
黄
鍾
」
を
中
心
に
、
綫
を
交
わ
ら
せ
る
こ
と
な
く
、
螺
旋
状
に
順
に

結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
一
件
複
雜
に
見
え
る
『
詞
源
』
本
圖
だ
が
、
こ
の
よ
う
に

整
理
す
る
と
そ
の
仕
組
み
が
視
覺
的
に
理
解
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
、
既
に
見
た
よ

う
に
本
條
は
十
二
律
を
循
環
す
る
も
の
と
し
て
理
念
的
に
示
し
て
い
る
。
よ
っ
て

「
巳
＝
仲
呂
」（
生
成
順
12
）
は
次
に
「
子
＝
黄
鍾
」（
生
成
順
１
）
に
戻
っ
て
來

る
。
但
し
こ
の
時
、
一
番
外
縁
部
の
「
巳
」
か
ら
中
心
部
の
「
子
」
に
綫
を
結
ぶ

こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
だ
け
は
他
の
綫
を
横
切
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
即

ち
、
圖
２
と
な
る
。
さ
ら
に
『
詞
源
』
本
圖
は
、
理
由
は
不
明
な
が
ら
、
図
の
下

半
分
の
陰
呂
の
列
で
本
來
最
初
に
、
つ
ま
り
「
酉
＝
南
呂
」（
生
成
順
４
）
の
上

に
あ
る
べ
き
「
未
＝
林
鍾
」（
生
成
順
２
）
が
一
番
下
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
う

す
る
と
こ
れ
を
結
ん
だ
綫
も
同
樣
に
他
の
綫
を
横
切
ら
ざ
る
を
得
ず
、
圖
３
と
な

る
。
こ
れ
が
圖
を
以
て
解
釋
し
た
本
圖
の
姿
だ
と
言
え
よ
う
。

　と
こ
ろ
で
、
前
掲
『
詞
源
解
箋
』
に
於
い
て
鄭
氏
は
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
カ
ン
マ
の

問
題
の
故
に
十
二
律
呂
は
循
環
し
な
い
、
つ
ま
り
「
巳
＝
仲
呂
」
の
次
の
律
は

「
子
＝
黄
鍾
」
と
は
重
な
ら
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
本
圖
に
於
い
て
も
最
後
の

「
巳
＝
仲
呂
」（
生
成
順
12
）
は
「
子
＝
黄
鍾
」（
生
成
順
１
）
と
結
ぶ
べ
き
で
は

な
い
、
と
主
張
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
、
右
で
既
に
述
べ
た
こ
と
と
同

樣
に
、

　○『
詞
源
』
本
條
は
十
二
律
呂
の
理
念
的
成
立
と
循
環
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。

　○
本
條
冒
頭
の
「
律
呂
隔
八
相
生
圖
」
は
十
二
律
呂
が
理
念
上
循
環
す
る
こ
と

を
示
す
旋
宮
圖
で
あ
る
。

　○
本
「
上
下
相
生
環
圖
」
も
そ
れ
に
對
應
し
て
、
理
念
上
の
循
環
を
示
す
と
考

え
ら
れ
る
。

　○
本
圖
直
前
の
説
明
文
に
「
氣
は
冬
至
よ
り
始
ま
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
十
二

律
呂
を
一
年
の
十
二
箇
月
と
同
樣
循
環
す
る
も
の
と
見
な
し
て
い
る
。

　○
ま
た
そ
の
説
明
文
が
述
べ
る
の
も
三
分
損
益
の
基
本
の
み
で
あ
り
、
本
圖
に

無 戌11

夷 申9

蕤 午7

姑 辰5

太 寅3

黄 子1

林 未2

南 酉4

應 亥6

大 丑8

夾 卯10

仲 巳12

無 戌11

夷 申9

蕤 午7

姑 辰5

太 寅3

黄 子1

林 未2

南 酉4

應 亥6

大 丑8

夾 卯10

仲 巳12

無 戌11

夷 申9

蕤 午7

姑 辰5

太 寅3
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南 酉4

應 亥6

大 丑8

夾 卯10

仲 巳12
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圖
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圖
３
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圖
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が
、
こ
の
よ
う
に

整
理
す
る
と
そ
の
仕
組
み
が
視
覺
的
に
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き
よ
う
。
さ
ら
に
、
既
に
見
た
よ

う
に
本
條
は
十
二
律
を
循
環
す
る
も
の
と
し
て
理
念
的
に
示
し
て
い
る
。
よ
っ
て

「
巳
＝
仲
呂
」（
生
成
順
12
）
は
次
に
「
子
＝
黄
鍾
」（
生
成
順
１
）
に
戻
っ
て
來

る
。
但
し
こ
の
時
、
一
番
外
縁
部
の
「
巳
」
か
ら
中
心
部
の
「
子
」
に
綫
を
結
ぶ

こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
だ
け
は
他
の
綫
を
横
切
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
即

ち
、
圖
２
と
な
る
。
さ
ら
に
『
詞
源
』
本
圖
は
、
理
由
は
不
明
な
が
ら
、
図
の
下

半
分
の
陰
呂
の
列
で
本
來
最
初
に
、
つ
ま
り
「
酉
＝
南
呂
」（
生
成
順
４
）
の
上

に
あ
る
べ
き
「
未
＝
林
鍾
」（
生
成
順
２
）
が
一
番
下
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
う

す
る
と
こ
れ
を
結
ん
だ
綫
も
同
樣
に
他
の
綫
を
横
切
ら
ざ
る
を
得
ず
、
圖
３
と
な

る
。
こ
れ
が
圖
を
以
て
解
釋
し
た
本
圖
の
姿
だ
と
言
え
よ
う
。

　と
こ
ろ
で
、
前
掲
『
詞
源
解
箋
』
に
於
い
て
鄭
氏
は
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
カ
ン
マ
の

問
題
の
故
に
十
二
律
呂
は
循
環
し
な
い
、
つ
ま
り
「
巳
＝
仲
呂
」
の
次
の
律
は

「
子
＝
黄
鍾
」
と
は
重
な
ら
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
本
圖
に
於
い
て
も
最
後
の

「
巳
＝
仲
呂
」（
生
成
順
12
）
は
「
子
＝
黄
鍾
」（
生
成
順
１
）
と
結
ぶ
べ
き
で
は

な
い
、
と
主
張
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
、
右
で
既
に
述
べ
た
こ
と
と
同

樣
に
、

　○『
詞
源
』
本
條
は
十
二
律
呂
の
理
念
的
成
立
と
循
環
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。

　○
本
條
冒
頭
の
「
律
呂
隔
八
相
生
圖
」
は
十
二
律
呂
が
理
念
上
循
環
す
る
こ
と

を
示
す
旋
宮
圖
で
あ
る
。

　○
本
「
上
下
相
生
環
圖
」
も
そ
れ
に
對
應
し
て
、
理
念
上
の
循
環
を
示
す
と
考

え
ら
れ
る
。

　○
本
圖
直
前
の
説
明
文
に
「
氣
は
冬
至
よ
り
始
ま
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
十
二

律
呂
を
一
年
の
十
二
箇
月
と
同
樣
循
環
す
る
も
の
と
見
な
し
て
い
る
。

　○
ま
た
そ
の
説
明
文
が
述
べ
る
の
も
三
分
損
益
の
基
本
の
み
で
あ
り
、
本
圖
に
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音
律
學
的
な
音
差
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
。

と
い
っ
た
點
か
ら
、「
巳
＝
仲
呂
」
を
「
子
＝
黄
鍾
」
と
結
ぶ
綫
を
引
い
て
も
特

に
問
題
は
無
い
と
考
え
る
。
鄭
氏
は
、「
律
呂
隔
八
相
生
圖
」
の
空
格
を
ピ
タ
ゴ

ラ
ス
カ
ン
マ
を
反
映
す
る
も
の
だ
と
見
た
故
に
、
本
「
上
下
相
生
環
圖
」
も
ピ
タ

ゴ
ラ
ス
カ
ン
マ
を
反
映
し
て
圓
環
に
結
ぶ
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。
一
方

本
譯
注
で
は
、「
律
呂
隔
八
相
生
圖
」
は
旋
宮
圖
で
あ
り
、
そ
の
空
格
は
單
に
書

寫
の
誤
り
だ
と
見
な
し
た
が
故
に
、
本
「
上
下
相
生
環
圖
」
も
圓
環
と
し
て
繋
ぐ

こ
と
と
し
て
お
く
。

※
本
稿
は
、
平
成
二
十
三
年
度
科
學
研
究
費
補
助
金
（
課
題
番
號
二
二
五
二
〇
一
五
七
）

の
研
究
成
果
で
あ
る
。
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『
詞
源
』
卷
上
「
陽
律
陰
呂
合
聲
圖
」
考

│
│
そ
の
二
重
循
環
の
意
味
す
る
も
の
│
│

明

　木

　茂

　夫

は
じ
め
に

　張
炎
（
一
二
四
八
〜
一
三
二
〇
？
）、
字
は
叔
夏
、
號
玉
田
・
樂
笑
翁
。
南
宋

か
ら
元
初
に
活
躍
し
た
詞
人
で
あ
る
。
そ
の
著
『
詞
源
』
は
當
時
を
代
表
す
る
本

格
的
な
詞
論
書
で
あ
り
、
後
世
に
も
多
大
な
影
響
を
與
え
た
。
上
下
二
卷
か
ら
な

り
、
卷
上
は
詞
樂
の
樂
律
論
、
卷
下
は
詞
の
文
學
表
現
に
關
す
る
創
作
論
と
な
っ

て
い
）
1
（
る
。
卷
下
に
つ
い
て
は
、既
に
詞
源
研
究
會
『
宋
代
の
詞
論
│
張
炎
「
詞
）
2
（
源
」』

と
い
う
詳
細
な
譯
注
が
あ
る
。
一
方
卷
上
の
樂
律
論
に
つ
い
て
は
、
我
が
國
で
は

未
だ
本
格
的
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
こ
で
『
詞
源
』
卷
上

に
關
す
る
譯
注
の
作
成
に
着
手
し
、
既
に
そ
の
一
部
を
公
開
し
つ
つ
あ
）
3
（
る
。

　し
か
し
な
が
ら
、
圖
表
を
軸
に
展
開
す
る
『
詞
源
』
の
樂
律
論
は
難
解
を
極

め
、
譯
注
の
形
だ
け
で
は
な
か
な
か
説
明
を
盡
く
せ
な
い
。
注
釋
で
は
ひ
と
言
で

濟
ま
せ
た
と
し
て
も
、
そ
の
根
據
と
な
る
資
料
が
複
數
存
在
す
る
こ
と
も
ま
ま
あ

る
。
そ
こ
で
、
譯
注
の
内
容
の
當
否
を
各
分
野
を
專
門
と
さ
れ
る
諸
氏
に
ご
判
斷

い
た
だ
く
材
料
と
し
て
も
、
問
題
と
な
る
事
柄
に
つ
い
て
、
必
要
に
應
じ
て
論
文

の
形
で
別
途
ま
と
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
に
至
っ
た
。
い
や
、
有
り

體
に
言
え
ば
、
無
學
な
私
が
『
詞
源
』
の
樂
律
論
を
初
歩
か
ら
少
し
ず
つ
讀
み
解

い
た
、
そ
の
迷
い
の
過
程
を
別
稿
と
し
て
そ
の
ま
ま
書
き
留
め
た
も
の
に
過
ぎ
な

い
點
、
あ
ら
か
じ
め
ご
寛
恕
を
乞
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　本
稿
で
は
卷
上
第
二
條
「
陰
陽
律
呂
合
聲
圖
」
に
つ
い
て
、
そ
の
二
重
循
環
が

何
を
意
味
す
る
の
か
を
、
特
に
『
詞
源
』
卷
上
の
構
成
に
於
け
る
位
置
づ
け
と
い

う
點
を
中
心
に
考
察
し
て
み
た
い
。

一
、
諸
本
の
校
勘

　『
詞
源
』
卷
上
第
二
條
「
陰
陽
律
呂
合
聲
圖
」（
以
下
「
本
圖
」
と
言
う
）
に
つ

い
て
、
そ
の
解
釋
の
基
礎
と
し
て
諸
傳
本
の
文
字
校
勘
を
行
お
う
と
す
る
と
、
諸

本
間
の
異
同
が
果
た
し
て
ど
こ
ま
で
有
意
な
差
異
な
の
か
を
見
極
め
る
の
が
難
し

い
、
と
い
う
問
題
に
ま
ず
直
面
す
る
。
圖
表
の
校
勘
に
於
い
て
は
、
文
字
上
の
異

同
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
位
置
關
係
も
問
題
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　や
や
脱
線
す
る
が
、
本
圖
に
續
く
本
文
に
つ
い
て
例
を
擧
げ
る
な
ら
ば
、
底
本


